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確定申告書（第６号様式）

受　付　印 平成　　  年　  　月　  　日

青森県　　　           地域県民局長  殿

※

項
事
理
処

発　信　年　月　日
通  信  日  付  印 確認印

※
処理
事項

整　理　番　号 事務所 法　人　番　号 申告区分分
区

この申告の基礎 申告年月 日
法人税の
　　平成

年        月       日 年        月       日
の         ・      ・      ・     による。告

申
正
修

正
更

正
更
再

定
決

事業種目所  在  地
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記
（ ふ り が な ）

（ ふ り が な ）

法　人　名

代　表　者
自 署 押 印

経理責任者
自署押印

期末現在の資本金の額
又　は　出　資　金　の　額
（解散日現在の資本金の額
又は出資金の額）

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの

期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

非中小法人等

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

平成         年        月        日から平成        年        月        日までの               の               の                 申告書 ※事業年度分又は
連結事業年度分

道府県民税
事　業　税
地方法人特別税

摘　　　　　　　　要 課　　税　　標　　準 税率（　　）100

100

100

100

税　　　　　　　　額

　
　
　得

　
　
　所

割

0 0 0

0 0 0

0 0 0

所 得 金 額 総 額

年　       万円以下の
金額

年　       万円を超える
金額

年　       万円を超え年
　　　万円以下の金額

計  34  ＋　35　＋　36

軽減税率不適用法人

33

34

35

36

37

38

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額

（電話　　　　　　　           　　　　　）

（                                                ）

（                                                ）

不動産代理業不動産代理業

確定確定

青 森 花 子青 森 花 子青　森　一　郎青　森　一　郎

八戸市尻内町鴨田７八戸市尻内町鴨田７

三 八三 八

２7２7 1111 ３0３0

０１７8－2７－4455０１７8－2７－4455

株式会社株式会社　　 り ん ご 不 動 産り ん ご 不 動 産
り ん ご り ん ご ふ ど う さ んふ ど う さ ん

あおもりあおもり いちろういちろう

森
青

○期末現在の資本金等の額
（解散日現在の資本金の額又は出資金の額）

確　定　申　告　納　付　期　限

事業年度終了後２ヵ月以内

ただし、確定申告期限の延長
の承認を受けている場合は、
その承認されている期限まで。

　事業年度の末日（中間申告の場合は、その計算
期間の末日）現在における数値（かっこ内には
解散日現在における数値）を記載してください。

　この申告の種類について「確定」
「修正確定」「中間」「修正中間」
と明確に記載してください。

○この申告書は、仮決算に基づく中間申告（連結法人を除く。）、確定した決算に基づく確定申告及びこれらについての
修正申告をする場合（清算中の法人含む。）に使用します。なお、事業税及び地方法人特別税に係る仮決算に基づく中
間申告は、その税額が予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができることに留意してください。

　法人課税信託の受託者が法人課税信託に
ついて、この申告書を提出する場合にあっ
ては、その法人課税信託の名称を併記して
ください。

　この申告書の作成時における代表者・経
理責任者です。なお、押印に使用する印鑑
は、代表者等個人の私印です。

　この申告が次の⑴及び⑵の修正申告のときに、法人税の処理
年月日及び処理区分を記載してください。
⑴　法人税について修正申告し、それと同時に、法人県民税・
法人事業税・地方法人特別税についても修正申告をするとき。

⑵　法人税について更正･決定･再更正を受け、その更正･決定･
再更正の日から１ヵ月以内に、法人県民税・法人事業税・地
方法人特別税について修正申告をするとき。

☆　なお、法人県民税・法人事業税・地方法人特別税について、
以上のほか、地方税法第53条第22項各号、第72条の33第２項
（地方法人特別税等に関する暫定措置法第11条）の規定に該当
する場合は、遅滞なく修正申告をしなければなりません。

○申告の種類

※印の部分は、記載しないでください。注

○法人名

○代表者・経理責任者

○事業種目
具体的に記載してください。

○非中小法人等
資本金の額又は出資金の額が５億円以上である
法人（大法人）との間に完全支配関係がある法人

（確定申告書１～9ページ・予定申告書10ページ・税率表11ページ・問合せ等12ページ）
この手引きは青森県内だけに事務所等がある法人で外形標準課税対象法人以外の法人用の
ものですので、他の都道府県に事務所等のある法人用には使えません。

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税 ―外形標準課税対象法人以外用―

申告書記載の手引き
】
用
人
法
内
県
【

○電話番号
必ず記載してください。○申告書の提出先（納税地）

　この申告をすべき日における主たる事務所等（本店）
の所在地を所管する地域県民局を記載してください。

○申告の基礎

式
様
号
６
第

（ － ）又は別表５32

－１－

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の
申告はインターネットで簡単にできます。

「eLTAX（エルタックス）」は地方公共団体が共同で
 運営する地方税の総合窓口システムです。

もう、混み合う窓口へ
申告に出かける必要なし！

便利な機能で、
申告書作成もカンタンに！

　インターネットで、オフィスや
　自宅から簡単に申告できる！

　eLTAX用ソフトPCdeskで
　申告書作成が簡単にできる！

　市販の税務･会計ソフトのデータでも
　そのまま！

　複数の地方公共団体への申告が
　まとめて１度にできる！

・

・

・

・

※eLTAXに参加している地方
　公共団体に限ります。

※eLTAX対応のソフトに限ります。

メリット

1
メリット

2

※税理士等が依頼を受けて納税者の申告書を作
　成し送信する場合は、納税者本人の電子署名
　及び電子証明書の添付は不要です。

もっと詳しい情報はeLTAXホームページへ

http://www.eltax.jp/

※　法人税などの国税の電子申告などは、国税電子申告・納税
　システム（e-TAX：イータックス）をご利用ください。

e-TAXホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp/

◇　法人県民税・法人事業税・地方法人特別税に関するお問い合わせは、下記の県税部まで　◇

東青地域県民局県税部
（代）017-722-1111　内線6610・6611 〒030-8530　青森市新町二丁目４－30
（直）017-734-9972    　　　青森県庁舎北棟３階

中南地域県民局県税部
（代）0172-32-1131　内線378 　　　　〒036-8345　弘前市大字蔵主町４
（直）0172-32-4341    　　　弘前合同庁舎２階

三八地域県民局県税部
（代）0178-27-5111　内線208 　　　　〒039-1101　八戸市大字尻内町字鴨田７
（直）0178-27-4455    　　　八戸合同庁舎１階

西北地域県民局県税部
（代）0173-34-2111　内線208 　　　　〒037-0046　五所川原市栄町10
（直）0173-34-3141    　　　五所川原合同庁舎１階

上北地域県民局県税部 （代）0176-22-8111　内線209 　　　　〒034-0093　十和田市西十二番町20－12
（直）0176-23-4241    　　　十和田合同庁舎１階

下北地域県民局県税部
（代）0175-22-8581　内線207 　　　　〒035-0073　むつ市中央一丁目１－８
（直）0175-22-3105    　　　むつ合同庁舎１階

※２以上の都道府県に事務所等を有する法人の申告、届出等のお問い合わせは、東青地域県民局県税部までお願いします。

県税・市町村税インフォメーション　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html

－　　青　森　県　　－

《この印刷物は11,100部作成し、印刷経費は１部当たり24.84円です。》
（H26．10）
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①
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③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
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⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

月

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額
国際戦略総合特別区域において機械等を
取得した場合等の法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
①＋②＋③－④＋⑤

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

法　人　税　割　額
（⑥又は⑦×       ）100

外国の法人税等の額の控
除額
仮装経理に基づく法人税
割額の控除額
利子割額の控除額

（控除した金額㉙）
差引法人税割額

⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期
分の法人税割額
租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人
税割額　　　　⑫－⑬－⑭＋⑮

均
等
割
額

算定期間中において事務所
等を有していた月数

円× 12
⑰

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付
すべき均等割額　⑱－⑲

この申告により納付すべ
き道府県民税額　⑯＋⑳

㉑のうち見込納付額

差　　引 ㉑－㉒

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

■法人県民税

○申告書記載の順序

１　法人税割額

○課税標準額⑥の端数処理について

⑴　①の欄に、法人税額を記載します。（記載する金額は右ペ
ージ参照）
⑵　②から⑤までの各種加算・控除（詳しくは下欄又は右ペー
ジ参照）を行い、課税標準額⑥（①＋②＋③－④＋⑤）を算
出します。

⑴　算定期間中に事務所等を有していた月数⑰を求めます（数
え方は右ページ参照）。

⑵　均等割の税率（11ページ参照）に⑰／12を乗じて、均等
割額⑱を算出します。

⑶　⑱から既に納付の確定した当期分の均等割額⑲（詳しくは
下欄を参照）を減算して、今回の申告により納付すべき均等
割額⑳を算出します。

　欠損（赤字）を生じた事業年度につき法人税の繰戻還付を受
けた場合、その還付法人税額を、欠損を生じた事業年度の翌事
業年度以降９年間繰り越して控除できます（地方税には繰戻還
付制度がないためにとられている措置です。）ので、この繰戻
還付法人税額などの繰越控除の額を記載します。
　なお、この場合には「控除対象還付法人税額又は控除対象個
別帰属還付税額の控除明細書」（地方税法施行規則第６号様式
別表２の３）を申告書に添付し、同明細書の④の計欄の金額を
記載してください。

　外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から
控除する場合に記載します。
　なお、この場合には、「外国の法人税等の額の控除に関する
明細書」（地方税法施行規則第７号の２様式（その１））を申告書に
添付し、同様式の⑫の欄の金額を記載してください。

　この申告が確定申告のときは中間申告し
ている法人税割額（又は均等割額）、この
申告が修正申告のときはこの申告の前の申
告書の⑫（又は⑱）の欄に記載した法人税
割額（更正又は決定を受けていたときは、
その更正又は決定された法人税割額（又は
均等割額））を記載してください。

　この申告により納付すべき道府県民税の
額に⑯又は⑳で△（マイナス）を付してい
るときは、その△を付したものを０として
この欄の金額（⑯＋⑳）を計算します。

　事実を仮装した経理に基づき法人税を過大に申告したことに
よって、法人税の更正を受けた場合、その法人税の更正に基づ
く法人県民税の更正により減少する法人税割額は、還付や充当
の手続きによらず、県民税の更正後５年間の各事業年度の法人
税割額から順次繰り越して控除するものとされています。

⑶　⑥に法人税割の税率（11ページ参照）を乗じて、法人税
割額⑧を算出します（ここでは端数処理はしません）。
⑷　利子割額の控除額等⑨から⑪の控除（⑨、⑩については
下欄、⑪については７～９ページ参照）を行い、法人税割額
の確定税額⑫を算出します。

⑸　既納付額等⑬から⑮までの各種加算・控除（詳しくは下欄
又は右ページ参照）を行い、今回の申告により納付すべき法
人税割額⑯（⑫－⑬－⑭＋⑮）を算出します。

２　均等割額

○各欄に記載する金額等

④還付法人税額等の控除額

⑬（ ⑲）
額（均等割額）

㉑この申告により納付すべき道府県民税額

第６号様式

⑥の額が、1,000円に満たないときは、その全額を切
り捨ててください。
⑥の額が、1,000円を超える場合に、1,000円に満たな
い端数があるときは、その 1,000円に満たない端数を
切り捨ててください。

・

・

⑨外国の法人税等の額の控除額
既に納付の確定した当期分の法人税割

⑩仮装経理に基づく法人税割額の控除額

－２－

４７３４２５００

４９２０４５００

５７３４２５００

　
　
　法

　
　
　人

　
　
　県

　
　
　民

税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

均 等 割

法人税割

率　　　　　　　　　　　税額　　　の　　　等　　　金　　　本　　　資

税　　　　　　　　　　　　率

年額
年額
年額
年額
年額

１千万円以下（又は地方税法第52条第１項の表の第１号に該当する法人）
１ 千 万 円 超 　 ～ １ 億 円 以 下
１ 億 円 超 １ ０ 億 円 以 下～

１ ０ 億 円 超 ５ ０ 億 円 以 下～
５ ０ 億 円 超 ～

区　　　　　　　　　　　　　　　　分

２０，０００円
５０，０００円

１３０，０００円
５４０，０００円
８００，０００円

1 0 0

1 0 0

4 3 . 2 

6 7 . 4 

4 3 . 2 

1 0 0
0 ．9
1 0 0

0 ．2
1 0 0
2 ．2
1 0 0
3 ．2
1 0 0
4 ．3
1 0 0

4 ．6
1 0 0

5 ．1
1 0 0
6 ．7
1 0 0

3 ．4
1 0 0

3 ．4
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

0 ．7
1 0 0

0 ．2
1 0 0
1 ．5
1 0 0
2 ．2
1 0 0
2 ．9
1 0 0

3 ．6
1 0 0

4 ．0
1 0 0
5 ．3
1 0 0

2 ．7
1 0 0

2 ．7
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

《摘要》
１「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の
　額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額）をいいます。
　　その判定時期は、次のとおりです。
　　　・確定申告のとき……………………当期末現在
　　　・仮決算に基づく中間申告のとき …当期開始日から６ヵ月目の日現在
　　　・予定申告のとき……………………前期末現在
２　超過税率は、次の⑴～⑶のいずれかの法人について適用されます。（Ｈ28.3.31までに終了する各事業年度について適用）
　⑴　課税標準となる法人税額が、次の額を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づくものに限る。）の場合については、そ
　　の法人税の中間申告書に記載すべき課税標準となるべき法人税額によります（この場合の月数は、６ヵ月とする。）。

　⑵　事業年度終了の日（期末）現在の「資本金の額又は出資金の額」が１億円を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づ
　　くものに限る。）の場合については、当期の事業年度開始の日から６ヵ月目の日の現況により判定します。
　⑶　清算中の法人等

1,000万円×当該事業年度の月数※
12

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数月も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なることに
　注意してください。）。
　（例）26.5.10～27.3.31…11ヵ月

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なる
　ことに注意してください。）。
 （例）26.5.10～27.3.31…11ヵ月

法人区分 所　　　得　　　等　　　の　　　区　　　分

税　　　　率

収入金課税
される法人

外形標準課税
の対象法人

上記以外の
法　　　人

特別法人

付加価値額

収入金額

資本金等の額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円を超える金額

※「特別法人」とは、各種協同組合、森林組合、信用金庫、農事組合法人、医療法人など（地方税法第72条の24の７第５項の法人）です。
※上記の所得区分は、事業年度の期間の月数が12ヵ月（１年）の場合であり、事業年度の期間の月数が12ヵ月に満たないときは、

。

400万円×事業年度の月数※
12 の額により区分します。

例…月数10ヵ月、所得金額の総額が10,312,230円の場合

100 …… 400万円×10
12 ＝3,333,333

100
5．1

3．4

…… 800万円×10
12 －3,333,333＝3,333,333

100
6．7 …… 10,312,230－（3,333,333＋3,333,333）＝3,645,564

に区分し、それぞれ端数処理して税率を乗じます。

法人事業税 地方法人特別税 法人事業税

平成26年10月１日以後
に開始する事業年度分

平成20年10月１日から平成26年9月30日
までに開始する事業年度分

1 4 8
1 0 0

8 

8 

1
1 0 0

1
1 0 0

地方法人特別税

平成         年        月       日から平成        年       月       日までの
事業年度分又は
連結事業年度分の の予定申告書

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

※

事　　　　　　　業　　　　　　　税 道　　府　　県　　民　　税
前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（38の金額）

所　　得　　割　　額

付 加 価 値 割 額

資　　本　　割　　額

収　　入　　割　　額

税
別
特
人
法
方
地

前 事 業 年 度 の 地 方 法 人 特 別 税 額（48）

地方法人特別税額

予 定 申 告 税 額
この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額

この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

摘　　  要 課　税　標　準 税率
100（    ）

税率
100（    ）

税　　額

割
得
所

割
本
資

割
入
収

割
値
価
加
付

所得金額総額

所　得　金　額

収　入　金　額

合 計 事 業 税 額 ㉘＋㉚＋32＋34

付加価値額総額

収入金額総額

資本金等の額

資本金等の額総額

付 加 価 値 額

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

32

33

34

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

（                    ）
（                    ）
（                    ）
（                    ）

（                    ）
（⑱＋⑲＋⑳＋㉑＋㉓）

39×

40×

41×

42×

㉒×

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

㉔－㉕

円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

仮 装経理に基づく事業税額の控除額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額　35 － 36 － 37
38

訳
内
の

45

訳
内
の

所 得 割

資 本 割

35

36

37

38

40

42

付加価値割

収 入 割

39

41

摘　　　要 課　税　標　準 税　　額

0 0

0 0

43

44

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額 （43＋44）

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額　45－46－47

45

46

47

48

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

（⑯の金額）
予 定 申 告 税 額
①× ６

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

（                ）
この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法人
税割額

この申告により納付
すべき法人税割額

②－③

　均

　等

　割

額

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数

円

月

×⑤12

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細
（特別控除取戻税額等又は個別帰属
特別控除取戻税額等）
法人税法の規定によって計算した法人
税額又は法人税法の規定によって計算
した連結法人税額に係る個別帰属額

法　人　税　割　額
外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額
仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

利子割額の控除額

納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬
⑭のうち特別控除取戻税額等又
は個別帰属特別控除取戻税額等
に係る法人税割額
差 引 法 人 税 割 額

⑭－⑮
法第15条の４の徴収猶予
を受けようとする税額

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業
年度の期間

平成       年      月      日から
平成       年      月      日まで

平成       年      月      日から
平成       年      月      日まで

事 業 種 目

（                                            ）

経理責任者
自 署 押 印

　
　事
（

　
　業

）
税

）
税
別
特
人
法
方
地
（

（　　　　　　　　　　）

00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00

式
様
号
７
第

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

食料品小売業

三　浦　　徹 浦
三

２４ ２５ ３１

１０３０１

５１５０

８３４３

４１７１

９３２１

９３２１

２２３８１６９７

２２３８１０００ １０３０１００

１０３０１００

１０３０１００

８３４３００

１９８３

９９１

９９１

２５０

１２４１

５７５４３００

２８７７００

５０ ,０００

８９３２５

１９８３００

１９８３００

２４
２５

４
９

１
３０

２３
２４

４
３

１
３１

０

０

０

０

０６

８３４３００

８３４３００

１０３０１００

１０３０１
８１
１００

４ １ ３
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◎法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の税率（平成26. 10現在）

◎法人の異動変更届について
　　法人の商号変更、主たる事務所の所在地の変更、事業年度の変更、資本金の額の変更、代表者の変更等がある場合は、定
款の写し、及び登記事項証明書（履歴事項全部（一部）証明書）又は登記簿謄本（抄本）の写しを添付して届け出てください。

◎連結納税の承認を受けた法人について
　　法人税において連結納税の承認を受けた法人については、地域県民局県税部へお問い合わせください。
　　なお、連結納税の承認を受けた法人にあっては、この手引き中「事業年度」とあるのは、「連結事業年度」と読み替えて
ください。
◎決算書類の添付について
　　確定申告書又は仮決算に基づく中間申告書の提出の際には、決算書類（貸借対照表及び損益計算書等）を添付くださるよ
うお願いします。

予定申告書 第７号様式

○前期末現在の資本金等の額

○この申告書は、前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び地方法人特別税額を基礎にして中間申告す
　る場合に使用します。

※　申告書上欄の事項の記
　載については、確定申告
　書の場合（１ページ）と
　同様です。

　前事業年度の末日現在における数値を
記載してください。なお、「前期末現在
の資本金の額又は出資金の額」欄の（　）
内には当期の事業年度開始の日から６月
目の日現在の数値を記載してください。

○①前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額
⑰前事業年度の事業税額、㉒前事業年度の地方
法人特別税額

※１、 ※２、 ※３、（②、 ⑱、 ⑲、 ⑳、 ㉑、 ㉓）の税額計算

　当期の事業年度開始の日から６ヵ月以内
に確定した前事業年度の法人税割額並びに
前事業年度の事業税額及び特別税額を記載
してください。

②については、前事業年度の法人税割額に「６を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」になります。
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、前事業年度の事業税額又は地方法人特別税額を「前事業年度の月数で除して得た金額
の６倍の額」になります。

○前事業年度又は前連結事業年度の期間
及び②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数
　前事業年度の期間を記載し、その月
数を②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数としま
す。この場合、月数は暦に従って数え、
１月に満たない端数は１月とします。
（ 24. 8. 10～25. ３. 31…８ヵ月）

○⑤月数の数え方
　確定申告書（３ページ⑰）と同じ
です。
○端数計算
　②、④、⑥、⑱～㉓、㉖の金額の
100円未満の端数は切り捨ててく
ださい。

※２

※３

｛ ※１

－ 10 － － 11 －

不均一課税適用法人の税率（標準税率）

超　　過　　税　　率

平成26年10月１日以後に
開始する各事業年度

平成26年９月30日以前に
開始する各事業年度

３.２／１００

４.０／１００

５.０／１００

５.８／１００

3 4 1 8 0 0

1 3 7 2 2 1 9 5

1 3 7 2 2

5 4 8 8 8 0

1 0 0 0 4 0

4 4 8 8

2 1 0 0

2 3 8 8

2 6 3 8 0 0

5 0 0

2 5 0

2 5 0

2 6 3 8

1 2

4.0

50,000

Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。



　
　
　法

　
　
　人

　
　
　県

　
　
　民

税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

均 等 割

法人税割

率　　　　　　　　　　　　税額　　　の　　　等　　　金　　　本　　　資

税　　　　　　　　　　　　率

年額
年額
年額
年額
年額

１千万円以下（又は地方税法第52条第１項の表の第１号に該当する法人）
１ 千 万 円 超 　 ～ １ 億 円 以 下
１ 億 円 超 １ ０ 億 円 以 下～

１ ０ 億 円 超 ５ ０ 億 円 以 下～
５ ０ 億 円 超 ～

区　　　　　　　　　　　　　　　　分

標　　　　準　　　　税　　　　率

超　過　税　率 Ｈ３．４．１から28．３．31までに
終 了 す る 各 事 業 年 度

２０，０００円
５０，０００円

１３０，０００円
５４０，０００円
８００，０００円

5

5．8
1 0 0

1 0 0

1 4 8
1 0 0

8 1
1 0 0

8 1
1 0 0

0 ．7
1 0 0

0 ．2
1 0 0
1 ．5
1 0 0
2 ．2
1 0 0
2 ．9
1 0 0

3 ．6
1 0 0

4 ．0
1 0 0
5 ．3
1 0 0

2 ．7
1 0 0

2 ．7
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

1 ．3
1 0 0

0 ．2
1 0 0
3 ．8
1 0 0
5 ．5
1 0 0
7 ．2
1 0 0

6 ．6
1 0 0

7 ．3
1 0 0
9 ．6
1 0 0

5 ．0
1 0 0

5 ．0
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

《摘要》
１「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の
　額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額）をいいます。
　　その判定時期は、次のとおりです。
　　　・確定申告のとき……………………当期末現在
　　　・仮決算に基づく中間申告のとき …当期開始日から６ヵ月目の日現在
　　　・予定申告のとき……………………前期末現在
２　超過税率は、次の⑴～⑶のいずれかの法人について適用されます。
　⑴　課税標準となる法人税額が、次の額を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づくものに限る。）の場合については、そ
　　の法人税の中間申告書に記載すべき課税標準となるべき法人税額によります（この場合の月数は、６ヵ月とする。）。

　⑵　事業年度終了の日（期末）現在の「資本金の額又は出資金の額」が１億円を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づ
　　くものに限る。）の場合については、当期の事業年度開始の日から６ヵ月目の日の現況により判定します。
　⑶　清算中の法人等

1,000万円×当該事業年度の月数※
12

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数月も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なることに
　注意してください。）。
　（例）24.5.10～25.3.31…11ヵ月

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なる
　ことに注意してください。）。
 （例）24.5.10～25.3.31…11ヵ月

法人区分 所　　　得　　　等　　　の　　　区　　　分

税　　　　率

収入金課税
される法人

外形標準課税
の対象法人

上記以外の
法　　　人

特別法人

付加価値額

収入金額

資本金等の額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円を超える金額

※「特別法人」とは、各種協同組合、森林組合、信用金庫、農事組合法人、医療法人など（地方税法第72条の24の７第５項の法人）です。
※上記の所得区分は、事業年度の期間の月数が12ヵ月（１年）の場合であり、事業年度の期間の月数が12ヵ月に満たないときは、

。

400万円×事業年度の月数※
12 の額により区分します。

例…月数10ヵ月、所得金額の総額が10,312,230円の場合

100 …… 400万円×10
12 ＝3,333,333

100
4．0

2．7

…… 800万円×10
12 －3,333,333＝3,333,333

100
5．3 …… 10,312,230－（3,333,333＋3,333,333）＝3,645,564

に区分し、それぞれ端数処理して税率を乗じます。

法人事業税 地方法人特別税 法人事業税

平成20年10月１日以後
に開始する事業年度分

平成20年９月
30日以前に開始
する事業年度分

◎法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の税率（平成24. 10現在）

◎法人の異動変更届について
　　法人の商号変更、主たる事務所の所在地の変更、事業年度の変更、資本金の額の変更、代表者の変更等がある場合は、定
款の写し、及び登記事項証明書（履歴事項全部（一部）証明書）又は登記簿謄本（抄本）の写しを添付して届け出てください。
◎連結納税の承認を受けた法人について
　　法人税において連結納税の承認を受けた法人については、地域県民局県税部へお問い合わせください。
　　なお、連結納税の承認を受けた法人にあっては、この手引き中「事業年度」とあるのは、「連結事業年度」と読み替えて
ください。
◎決算書類の添付について
　　確定申告書又は仮決算に基づく中間申告書の提出の際には、決算書類（貸借対照表及び損益計算書等）を添付くださるよ
うお願いします。

－ 11 －

　

①

　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

月

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額
国際戦略総合特別区域及び雇用者の数
の増加に係る法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額
課税標準となる法人税額又は個
別帰属法人税額

①＋②＋③－④＋⑤
２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

法　人　税　割　額
（⑥又は⑦×       ）100

外国の法人税等の額の
控除額
仮装経理に基づく法人
税割額の控除額
利 子 割 額 の 控 除 額
（ 控 除 し た 金 額 ㉙ ）
差 引 法 人 税 割 額

⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当
期分の法人税割額
租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
既還付請求利子割額が過大
である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき
法人税割額⑫－⑬－⑭＋⑮

均
等
割
額

算定期間中において事務
所等を有していた月数

円× 12
⑰

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付すべ
き均等割額 ⑱－⑲

この申告により納付すべき道
府県民税額 ⑯＋⑳

㉑のうち見込納付額

差　　引 ㉑－㉒

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

000

000

00

00

00

00

十億　　　         百万　　　             千　　               円所得金額又は欠損金額
（別表四「４８の①」）

法　　人　　税　　額
（54）又は（55）

法人税額の特別控除額

差　引　法　人　税　額
（２） － （３）

利 

益 

金渡
譲
地
土

　留
　保
金

課税土地譲渡利益金額

同上に対する税額

同上に対する税額

課 税 留 保 金 額
（21）＋（22）＋（23）

（４）＋（５）＋（７）＋（９）

（10）－（11）－（12）

（別表三（一）「３９」）

（別表三（一）「４７」）

  （別表三（二）「2 4」＋別表三
（二の二）「25」＋別表三（三）「20」）

法 　 人 　 税 　 額 　 計

仮装経理に基づく過大申告
の更正に伴う控除法人税額
控　　除　　税　　額
（（（10）－（11））と（18）のうち少ない金額）

差引所得に対する法人税額

中間申告分の法人税額
差引確定
法人税額
（13）－（14）

中間申告の場合はその
税額とし、マイナスの
場合は、（25）へ記入（ ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

次の金額を記載してください。

法人税の申告書
別表１⑴を提出する法人－同表10の欄の金額
別表１⑵　　　〃　　　－同表８の欄の金額
別表１⑶　　　〃　　　－同表８の欄の金額

　「法人税額計」の欄の上段に、使途秘匿金の支
出の額の40％相当額が外書きとして記載されて
いる場合は、相当額を加算した合計額を記載して
ください。
　
（　）には、使途秘匿金の支出の額の40％相当額、
連結納税の承認を取り消された場合等における既
に控除された法人税額の特別控除額の加算額及び
土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記
載してください。

法人税の申告書
別表１⑴を提出－同表10の欄の上段に外書き
する法人　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額
別表１⑵　〃　－同表８の欄の上段に外書き
　　　　　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額
別表１⑶　〃　－同表８の欄の上段に外書き
　　　　　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額

　　

３４１８ ００

１０００４０

７ ９ ５ ８ ７６
5.8

１ ３ ７ ２ ２ １ ９ ５

１ ３ ７ ２ ２

６９５８

４８５８

５１０８

５１０８００

１２

２ １ ０ ０

５ ０ ０５０,０００

２ ５ ０

２ ５ ０

連結納税の承認を取り消された
場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

■法人県民税

○申告書記載の順序

１　法人税割額

○課税標準額⑥の端数処理について

⑴　①の欄に、法人税額を記載します。（記載する金額は右ペ
ージ参照）
⑵　②から⑤までの各種加算・控除（詳しくは下欄又は右ペー
ジ参照）を行い、課税標準額⑥（①＋②＋③－④＋⑤）を算
出します。

⑴　算定期間中に事務所等を有していた月数⑰を求めます（数
え方は右ページ参照）。

⑵　均等割の税率（11ページ参照）に⑰／12を乗じて、均等
割額⑱を算出します。

⑶　⑱から既に納付の確定した当期分の均等割額⑲（詳しくは
下欄を参照）を減算して、今回の申告により納付すべき均等
割額⑳を算出します。

　欠損（赤字）を生じた事業年度につき法人税の繰戻還付を受
けた場合、その還付法人税額を、欠損を生じた事業年度の翌事
業年度以降９年間繰り越して控除できます（地方税には繰戻還
付制度がないためにとられている措置です。）ので、この繰戻
還付法人税額などの繰越控除の額を記載します。
　なお、この場合には「控除対象還付法人税額又は控除対象個
別帰属還付税額の控除明細書」（地方税法施行規則第６号様式
別表２の３）を申告書に添付し、同明細書の④の計欄の金額を
記載してください。

　外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から
控除する場合に記載します。
　なお、この場合には、「外国の法人税等の額の控除に関する
明細書」（地方税法施行規則第７号の２様式別表３又は３の２）を
申告書に添付し、同様式（その１）の⑫又は同様式（その２）
の⑬の欄の金額を記載してください。

　この申告が確定申告のときは中間申告し
ている法人税割額（又は均等割額）、この
申告が修正申告のときはこの申告の前の申
告書の⑫（又は⑱）の欄に記載した法人税
割額（更正又は決定を受けていたときは、
その更正又は決定された法人税割額（又は
均等割額））を記載してください。

　この申告により納付すべき道府県民税の
額に⑯又は⑳で△（マイナス）を付してい
るときは、その△を付したものを０として
この欄の金額（⑯＋⑳）を計算します。

　事実を仮装した経理に基づき法人税を過大に申告したことに
よって、法人税の更正を受けた場合、その法人税の更正に基づ
く法人県民税の更正により減少する法人税割額は、還付や充当
の手続きによらず、県民税の更正後５年間の各事業年度の法人
税割額から順次繰り越して控除するものとされています。

⑶　⑥に法人税割の税率（11ページ参照）を乗じて、法人税
割額⑧を算出します（ここでは端数処理はしません）。
⑷　利子割額の控除額等⑨から⑪の控除（⑨、⑩については
下欄、⑪については７～９ページ参照）を行い、法人税割額
の確定税額⑫を算出します。

⑸　既納付額等⑬から⑮までの各種加算・控除（詳しくは下欄
又は右ページ参照）を行い、今回の申告により納付すべき法
人税割額⑯（⑫－⑬－⑭＋⑮）を算出します。

２　均等割額

○各欄に記載する金額等

④還付法人税額等の控除額

⑬（ ⑲）
額（均等割額）

　この申告により納付すべき道府県民税額

第６号様式

⑥の額が、1,000円に満たないときは、その全額を切
り捨ててください。
⑥の額が、1,000円を超える場合に、1,000円に満たな
い端数があるときは、その 1,000円に満たない端数を
切り捨ててください。

・

・

⑨外国の法人税等の額の控除額
既に納付の確定した当期分の法人税割

⑩仮装経理に基づく法人税割額の控除額

　暦に従って数えますが、次に注意してください。
⑰均等割の月数の数え方

　…７～９ページ
　　　　　　　　　　　　     参照

⑪　
⑮　

税額の端数処理

①法人税法の規定によって計算した法人税額 法人税の申告書
別表１ ⑴

③国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場
　合等の法人税額の特別控除額

法人税の申告書

別表６⒃　　　〃　　　－同表25の欄の金額       
別表６⒂を提出する法人－同表25の欄の金額       

別表６⒄　　　〃　　　－同表15の欄の金額
別表６⒅　　　〃　　　－同表16の欄の金額
別表６⒇　　　〃　　　－同表13の欄の金額
別表６21　　　〃　　　－同表21の欄の金額

次の金額を記載してください。

利子割額の控除額（控除した金額）
既還付請求利子割額が過大であ
る場合の納付額

この各欄の金額が、100円に満たないときは、その全額を切り捨ててください。
この各欄の金額が、100円を超える場合に、100円に満たない端数があるときは、その100円に満たない端数を切り捨
ててください。
なお記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位（けた）に△印を付してください。

・
・

 ・事務所等又は寮等を有していた期間全体が１月に満たないとき……１月にします。（例 27. 3. 10～27. 3. 31……１ヵ月）
 ・事務所等又は寮等を有していた期間全体が１月を超える場合に、１月に満たない端数があるとき……端数を切り
　捨てます。（例 26. 5. 10～27. 3. 31……10ヵ月）

－ 2－ －３－

平成         年        月       日から平成        年       月       日までの
事業年度分又は
連結事業年度分の の予定申告書

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

※

事　　　　　　　業　　　　　　　税 道　　府　　県　　民　　税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（38の金額）

所　　得　　割　　額

付 加 価 値 割 額

資　　本　　割　　額

収　　入　　割　　額

税
別
特
人
法
方
地

前 事 業 年 度 の 地 方 法 人 特 別 税 額（48）

地方法人特別税額

予 定 申 告 税 額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

摘　　  要 課　税　標　準 税率
100（    ）

税率
100（    ）

税　　　　　額

割
得
所

割
本
資

割
入
収

割
値
価
加
付

所得金額総額

所　得　金　額

収　入　金　額

付加価値額総額

収入金額総額

資本金等の額

資本金等の額総額

付 加 価 値 額

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

32

33

34

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

（                    ）
（                    ）
（                    ）
（                    ）

（                    ）
（⑱＋⑲＋⑳＋㉑＋㉓）

39×

40×

41×

42×

㉒×

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

㉔－㉕

円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

38

訳
内
の

45

訳
内
の

所 得 割

資 本 割

35

36

37

38

40

42

付加価値割

収 入 割

39

41

摘　　　要 課　税　標　準 税　　　　　額

0 0

0 0

43

44

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

45

46

47

48

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

（⑯の金額）

予 定 申 告 税 額
①× ６

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

（                ）
この申告が修正申告である
場合は既に納付の確定した
当期分の法人税割額

この申告により納付すべき
法人税割額

②－③

　均

　等

　割

額

算定期間中において
事務所等を有してい

円

月

×⑤12

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細
（特別控除取戻税額等又は個別帰属特
別控除取戻税額等）法人税法の規定に
よって計算した法人税額又は法人税法
の規定によって計算した連結法人税額
に係る個別帰属額

法　人　税　割　額
外国の法人税等の額の控
除額
仮装経理に基づく法人税
割額の控除額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

利子割額の控除額

納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬

⑭のうち特別控除取戻税額等又は
個別帰属特別控除取戻税額等に係
る法人税割額
差 引 法 人 税 割 額

⑭－⑮
法第15条の４の徴収猶予を
受けようとする税額

こ の 申 告 の 期 間

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の期間

平成      年      月      日から
平成      年      月      日まで

平成      年     月      日から
平成      年     月      日まで

事 業 種 目

）（

経理責任者
自 署 押 印

）
税
別
特
人
法
方
地
（

（　　　　　　　　　　　　）

00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00

式
様
号
７
第

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

食料品小売業食料品小売業

三　浦　　徹三　浦　　徹 浦
三

49

予定申告書 第７号様式

○前期末現在の資本金等の額

○この申告書は、前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び地方法人特別税額を基礎にして中間申告す
　る場合に使用します。

※　申告書上欄の事項の記
　載については、確定申告
　書の場合（１ページ）と
　同様です。

　前事業年度の末日現在における数値を
記載してください。なお、「前期末現在
の資本金の額又は出資金の額」欄の（　）
内には当期の事業年度開始の日から６月
目の日現在の数値を記載してください。

○①前事業年度又は前
連結事業年度の法人
税割額
⑰前事業年度の事業
税額
㉒前事業年度の地方
法人特別税額

※１、 ※２、 ※３、（②、 ⑱、 ⑲、 ⑳、 ㉑、 ㉓）の税額計算
②については、前事業年度の法人税割額に「６を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」になります。
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、前事業年度の事業税額又は地方法人特別税額を「前事業年度の月数で除して得た金額
の６倍の額」になります。

（ 26. 2. 10～26. 9. 30…８ヵ月）

○⑤月数の数え方
　確定申告書（３ペー
ジ⑰）と同じです。

○端数計算
　②、④、⑥、⑱～㉓、
㉖の金額の100円未満
の端数は切り捨ててく
ださい。

※２

※３

※１

－ 10 －

⑫、⑮、⑯、⑱、⑳、㉑

（別表六（六）「24」＋別表六（七）「13」＋別表六（八）「22」＋
別表六（十）「23」＋別表六（十一）「23」＋別表六（十二）「30」＋
別表六（十三）「24」＋別表六（十四）「22」＋別表六（十五）「25」
＋別表六（十六）「25」＋別表六（十七）「15」＋別表六（十八）
「16」+ 別表六（十九）「22」＋別表六（二十）「13」＋別表六
（二十一）「21」＋別表六（二十二）「24」+別表六（二十三）「12」）

1 3 1 6 6 8 9 5

1 3 1 6 6 8 9 5

2 1 3 5
2 1 3 5 0 0
3 4 1 8

1 3 3 8 0 3 9 5

3 0 0 1 2 0
1 3 4 2 2 0
1 2 0 6 0 6

1 3 6 1 4

5 4 9 2 9 0 9 1

　当期の事業年度開始
の日から６ヵ月以内に
確定した前事業年度の
法人税割額並びに前事
業年度の事業税額及び
地方法人特別税額を記
載してください。

○前事業年度又は前連
結事業年度の期間及
び②、⑱、⑲、⑳、
㉑、㉓の月数
　前事業年度の期間を
記載し、その月数を②、
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数
とします。この場合、
月数は暦に従って数え、
１月に満たない月は１
月とします。

　《平成26年10月 1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告書の記載》
　平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する最初の事業年度の予定申告書における②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、
以下のとおり計算のうえ記載してください。

②予定申告税額　　…①×3.8／前事業年度の月数
⑱所得割額　　　　…39×7.5／前事業年度の月数
⑲付加価値割額　　…40×7.5／前事業年度の月数

⑳資本割額　　　　…41×7.5／前事業年度の月数
㉑収入割額　　　　…42×7.5／前事業年度の月数
㉓地方法人特別税額…㉒×4／前事業年度の月数

5 7 3 4 2 5 0 0

4 7 3 4 2 5 0 0

4 9 2 0 4 5 0 0

2 6 1 0 0 1 2 7 0 9 3 0

10301

6438

8343

2781

9219

9219

1030100

1030100

1030100

834300

834300

834300

22381697

22381000

1030100

10301 100
81

1540

487

487

06

250

737

4867155

243350

89325

154000

154000

26 10 1
27 3 31

25 10 1
26 9 30

50 , 000

100

100

100

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額
こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業
税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額

（
事
業
税
）

合 計 事 業 税 額 ㉘ ＋ ㉚ ＋ 32 ＋ 34

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額 35 － 36 － 37

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額 （ 43 ＋ 44 ）

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額45－46－47

た月数



第６号様式
摘　         　　要 課　税　標　準 税　   　　　　額

税　   　　　　額摘　　　         　　要 課　税　標　準

税率（ 　）100

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

　 　 　 　

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

100

100

100

100

100

　
　
　所

　
　
　得

割

　所　得
　金
　額
　の

　
の

計
算

内
訳

割
値
価
加
付

資
本
割
収
入
割

所 得 金 額 総 額
（ － ）又は別表５32
年　　     万円以下の
金額
年　　   万円を超え年
　　　万円以下の金額
年　　  万円を超える
金額

計　　　  34＋35＋36　

軽減税率不適用法人
の金額

付 加 価 値 額 総 額

付　加　価　値　額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 　 入 　 金 　 額

合計事業税額

合計地方法人特別税額（　　　）

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

48

50

52

54

45

47

49

51

53

55

00000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37＋40＋42＋44又は38＋40＋42＋44

）
税
別
特
人
法
方
地
（

仮装経理に基づく
事業税額の控除額
租税条約の実施に係る
事業税額の控除額
49

訳
内
の

　

訳
内
の

所　得　割

資　本　割

49のうち見込納付額

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

税率

既に納付の確定した
当期分の事業税額
この申告により納付すべき
事業税額（45－46－47－48）

付 加 価 値 割

収 　 入 　割
差　　引

差　　引

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額
租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

　のうち見込納付額

決算確定の日

解  散  の  日

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額
この申告により納付すべき
地方法人特別税額

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（34））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（43））

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（48））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（56））

　加

算

　減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及
び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

青色・その他法人税の申告書の種類
円

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第15条の4の徴収猶予を
受けようとする税額

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の
分配又は引渡しの日

国外関連者の有無 有･無

有・無 有・無法人税

要･否

事業税

翌期の中間申告の要否

申告期限の延長の処分
（承　認）の　有　無

仮計 　＋　＋　－　－　○端数処理（税額）

　　　　　　　地方税法施行規則第６号様式
　　　　　　　別表６の⑥を記載します。
生命保険　──　〃　別表７の⑤ 〃
損害保険　──　〃　別表８の⑦ 〃
少額短期保険─　〃　別表８の⑲ 〃

電気・ガス──

○端数処理（課税標準）

○56（57）所得割（収入割）に係る地方法人特別税額　

区　　　　　　　　　分
総　　　　　額

①

円

事 業 年 度

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

法人税の申告書
別表４　所得の金額の計算に関する明細書

　

　
　加

算

２

４

３

５

25
26

27

28

29

31

32

33

34

35

37

38

39

41

42

43

44

46

47

48

１

△

△ △

△

△

△

△

△ △

△

小　　　　計

仮　　　　　　　　計
（1）＋（13）－（25）

寄　附　金　の　損　金　不　算　入　額
（別表十四（二）「24」又は「40」）

（別表十（一）「9」又は「12」）

（別表六（一）「６の③」＋復興特別法人税申告書別表二「６の③」

沖縄の認定法人の所得の特別控除額

法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額

税額控除の対象となる外国法人税の額等
（別表六（二の二）「10」－別表十七（二の二）「39の計」）
組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額

国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

30（別表十（三）「７」又は「９」）

（別表十（二）「７」又は「９」）
認定研究開発事業法人等の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

（別表九（二）「10」）

合　　　　　　　　計
（ ＋ ＋ ± ± ＋ ＋ ＋ ± ）

36

対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入額又は益金算入額
　　　　　　　（別表十（五）「19」、「20」又は「22」）

総　　　　　　　　計
（39）＋（40）

契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額
（別表九（一）「13」）

40

（別表十二（十四）「12」

（別表十二（十）「15」

）
再投資等準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十三）「10」）
農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十三）「43の計」）
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額

（別表十（四）「40」）
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額

特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額
（別表十（八）「13」若しくは「33」又は別表十（九）「16」若しくは「33」）
非適格合併又は残余財産の全部分配等による
移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額

差　　　引　　　計
（（35）から（38）までの計）

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額

（別表七（一）「4の計」＋（別表七 別表七（二）「11」 （三）「10」若しくは「23」又は ）

45

△

△

△

△

△残余財産の確定の日の属する事業年度に係る
事業税の損金算入額

所　得　金　額　又　は　欠　損　金　額

第６号様式別表５
所得金額に関する計算書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

所　得　金　額　の　計　算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額

外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（35））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（44））　

　
　
　
　
　加

算

　
　
　
　
　減

算

得
所
等
税
課
非

仮　　　　　計　　　　①＋⑥－⑬

再　　仮　　計　　　　　　⑭－⑮

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計

　　　　　

⑯－㉑

所得金額再差引計　　　㉒－㉓－㉔

林　業　に　係　る　所　得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

○　 法人事業税・地方法人特別税の税率　 …11 ページ参照

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定からの戻入額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等
があった場合の欠損金額等の当期控除額

６ページ参照

５２,４７２,７３７

５２,４７２,７３７
１５６,２３４

５００,０００

３００,１２０
１,５００,０００

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

損 金 経 理 を し た 法 人 税 及 び
復興特別法人税（附帯税を除く。）

損金経理をした道府県民税利子割額

　 　 　 　 納 税 充 当 金

損 金 経 理 を し た 道 府 県 民 税
（利子割額を除く。）及び市町村民税

■法人事業税・地方法人特別税

○申告書記載の順序
１　所得金額に対して課税される法人

⑴　下記⑵及び⑶以外の法人
　所得金額の計算（ ～ ）をして、所得金
額差引計（ － ）を算出し、それを33の欄
に転記して、事業税額及び地方法人特別税額
を計算してください。

 「所得金額に関する計算書」（地方税法施行規
則第６号様式別表５）により、算定した合計欄
32を33の欄に転記して、事業税額及び地方法
人特別税額を計算してください。

　医療第１表又は第２表により課税所得金額
を算出し、それを33の欄に転記して、事業税額
及び地方法人特別税額を計算してください。

　ガス供給業（導管によるガス供給に限る）、
電気供給業及び保険業を行う法人について
は、これらの事業に係る収入金額に対して事
業税及び地方法人特別税が課税されます。
　なお、43の欄については、次の金額を記載
してください。

　事実を仮装した経理に基づいて法人事業税を過大に申告した場
合において、減額の更正を受けたときは、その減額される事業税
額は還付や充当の手続きによらず、更正後５年間の各事業税額
から順次繰り越して控除するものとされています。

　この申告が確定申告であるときは中間申告している税額、この
申告が修正申告であるときはこの申告の前の申告書の45－46の額
（更正又は決定を受けていたときは、その更正又は決定に伴う事
業税額）を記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の35の欄の金額、連結申告法人にあ
っては法人税の明細書（別表４の２付表）の44の欄の金額を記載
します。
　ただし、連結申告法人について、法人税の明細書（別表４の２
付表）の９の欄に記載された金額がある場合には、その金額を44
の欄の金額に加算した金額を記載してください。

　法人税では、利子所得等に対して課された所得税額は、法人の
各事業年度の所得金額の計算上損金（経費）として経理するか、
法人税額から控除するかのどちらかを選択できることとされてい
ますが、事業税の場合、損金経理も税額控除もどちらもできませ
ん。したがって、法人税で税額控除する場合には、法人税の所得
金額計算上、所得税額は損金に算入されませんので、法人税の所
得金額と事業税の所得金額は同じになりますが、法人税で損金経
理しているときは、その額を法人税の所得金額に加算したものが
事業税の所得金額になります。

　法人税の明細書（別表12⑴）の９の欄の金額又は14の欄の金額
のいずれか低い金額（法の施行地外において行う資源開発事業等
に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を記載して
ください。

　法人税の明細書（別表12⑴）の「益金算入額の計算」の欄の29
及び30の計欄の金額の合計額（法の施行地外において行う資源開
発事業等に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を
記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の48の欄又は法人税の明細書（別表
４の２付表）の56の欄の金額を記載してください。

　外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法
人税の額について法人税法第69条又は第81条の15に規定する外国
税額の控除の適用を受ける金額を有する法人が外国の事業に帰属
する所得以外の所得に対して課された外国法人税額のうち、連結
申告法人以外の法人にあっては法人税の明細書（別表４）の32の
欄の金額を、連結申告法人にあっては法人税の明細書（別表４の
２付表）の41の欄の金額を記載してください。

～ の各欄については、申告書記載の順序の１⑴に該当する法人
が記載します。

　34～38、 40、 42、 44の各欄の課税標準の額に
ついて各欄ごとに次により端数を処理してく
ださい。
・その金額の全額が1,000円未満のときは、
その全額を切り捨てます。
・その金額が1,000円を超える場合に、1,000円
に満たない端数があるときは、その
1,000円に満たない端数を切り捨てます。

⑴　34～38、 40、 42、 44、 、 の各欄の税額
について各欄ごとに次により端数を処理し
てください。
　・その金額の全額が100円未満のときは、
その全額を切り捨てます。

　・その金額が100円を超える場合に、100円
に満たない端数があるときは、その100
円に満たない端数を切り捨てます。

 「課税標準」欄には、37（又は44）の「税額」欄の金額を記
載してください。

⑵　45、 49の各欄の金額の全額が100円に満
たないときは、その全額を切り捨ててくだ
さい。
　　なお、記載すべき金額が赤字額となると
きは、その金額の直前の単位（けた）に△
印を付してください。

⑵　事業税が非課税とされる事業とその他の
事業を併せて行う法人、法人税が非課税と
される法人、法人税法第62条第２項の規定
の適用を受ける法人並びに租税特別措置法
第61条、同法第67条の14第１項及び同法第
67条の15第１項の規定の適用を受ける法人

２　収入金額に対して課税される法人

⑶　医療法人及び医療事業を行う農業協同組
　合連合会

　
　事
（

　
　業

）
税

　46仮装経理に基づく事業税額の控除額

47既に納付の確定した当期分の事業税額

所得金額又は個別所得金額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人
　税額

法人税の所得金額又は個別所得金額

－４－ － 5－

×　　　＝5
100

ア～ウの各金額等を地方税法施行規則第６号様式、第９号の
２様式及び第９号の３様式の各欄に記載します。
　なお、利子割額は、収入金額の５％以下の金額になります。

利子等の計算期間 特別徴収された利子割額

利子等の計算期間元本の種類

末期の間期算計首期の間期算計分　区類種の本元 期 中 売 却期 中 取 得

投資信託

投資信託 青森県
北海道

1,000口 （24.4.10）4,000口
（24.9.28）2,000口3,000口

5,000口
1,000口

支払額 1,200,000円 60,000円
青森県　50,000円
北海道　10,000円

特別徴収された利子割額

円000,03　　県森青行銀А 24.4.1～25.3.31
円000,02　　道海北行銀В

　　　　　50,000円計
24.4.1～25.3.31

24.4.1～25.3.31 ｛

アの金額
北 海 道
青 森 県
計

20,000円
30,000円
50,000円

8,340円
41,700円
50,040円

28,340円
71,700円
100,040円

イの金額 計

第９号の２様式
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

第９号の３様式
利子割額の都道府県別明細書

区　　　　　　　　分

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

1,200,000

1,200,000

2,200,000

50,0001,000,000１

60,000

60,000 6,000 4,000 1,000 0. 834
50,000
10,000

50,040
41,700
8,340

110,000

50,000

50,040

100,040

２

３

４

５

公　　　社　　　債　　　の　　　利　　　子

そ　　　　　　　　　の　　　　　　　　　他

計

投　資　信　託　の　収　益　の　分　配

収　入　金　額 ①について課された
利子割額

②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額 ③②①

円円円

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・充当・還付を
受ける利子割額の計算

法
別
個 銘　　　　　柄 収　入　金　額 ④について課さ

れた利子割額

銘　　　　　柄

投　資　信　託
青　　森　　県
北　　海　　道

収　入　金　額 ⑩について課さ
れた利子割額

公社債利子等の
計算基礎期間

⑥のうち元本
所有期間

所有期間割合
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑦
⑥

控除・充当・還付を
受ける利子割
⑤×

円

円円円

月月円

　
　銘

柄

公社債利子等
の計算期末の
所有元本数等

公社債利子等
の計算期首の
所有元本数等

⑫ － ⑬
２又は12
マイナスの
場合は０（　　　）

所有元本割合 ⑬＋⑭
⑫

小数点以下３
位未満切上げ（　　　）

小数点以下３位
未満切上げ、１
を越える場合は
１とする。（　　　）

控除・充当・還付を
受ける利子割額

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯⑪×⑮

別
内
訳県

府
道
都

都道府県名

北　海　道

青　　　森

03

04

44

45

46

47

01

02○

岩　　　手

宮　　　城

大　　　分

宮　　　崎

鹿　児　島

沖　　　縄

合　　　計 48

控除・充当・還付を受ける利子割額
事務
所の
有無

都　道
府　県
コード

十億　　　     百万　　　        千　　　       円

２８３４０

７１７００

１０００４０

第６号様式

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利　　子　　割　　額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額
（⑧－⑨－⑩と㉘のうち
　　　　　　少ない額）

控除することができ
なかった金額　　㉘－㉙
既に還付を請求した
利子割額
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

㉛－㉚（⑮）

利子割還付額の均等割への充当 □希望する □希望しない

㉘

㉙

㉚

㉛

32

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書５欄③の金額
（８ページ）

⑪欄へ（２ページ）

利子割額の控除額・還付額についての記載例

区　　　　　　　　分

法　　人　　税　　割　　額
利　　　子　　　割　　　額

中 間 申 告
（仮決算による）

Аの確定申告 Вの修正申告 Аの確定申告 Dの修正申告
А В Ｃ Ｄ Ｅ

3．2
100法 人 税 割 額（ ⑥ 又 は ⑦ × ）

利子割額の控除額（控除した金額㉙）
差引法人税割額　　　⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期分の法人税割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫－⑬－⑭＋⑮

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

⑧
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利子割額（控除されるべき額）

控除した金額（⑧－⑨－⑩と㉘のうち少ない額）
控除することができなかった金額　㉘－㉙
既に還付を請求した利子割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額　㉛－㉚（⑮）

請
求

還
付 利　　　　子　　　　割　　　　額

中　　　間　　　納　　　付　　　額

32
㉛
㉚
㉙
㉘

　⑶　計算例
　青森県内に本店を有する法人が次のような利子割を課税されたときにおいて、投資信託について銘柄別簡便法を
選択した場合
ア　預金の利子

イ　投資信託の収益の分配
　①　期中に特別徴収された利子割額の内容

ウ　ア、イの控除対象利子割額の合計金額

②　利子割額に係る利子等の元本の状況

③　銘柄別簡便法による計算
　　　「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・
充当・還付を受ける利子割額の計算」によります。
　都道府県別内訳は、銘柄ごとの控除対象利子割額を当該法人が課された利子割額の総額に対する各都道府
県において課された利子割額の割合により各都道府県にあん分した額とします。

×　　　　＝50,040円 41,700円 ………青森県50,000
60,000

×　　　　＝50,040円 8,340円 ………北海道10,000
60,000

※　控除・充当・還付を受ける利子割額については、各都道府県（当該額が最も多い都道府県を除く。）の
当該額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額につき四捨五入した額を当該額とし、これらの都道
府県の当該額の合計額と「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額③」欄の金額との差額に相当する金額を当該額が最も多い都道府県の金額とします。

２　利子割額の充当・還付

㉚控除することができなかった金額

㉛既に還付を請求した利子割額

32既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

⑴　利子割額の充当
　　法人税割額の計算上控除することができなかった利子割額（以下「利子割額の控除不足額」といいます。）につ
いて、均等割に充当を希望する場合には、「利子割還付額の均等割への充当」欄の「希望する」に、充当を希望し
ない場合には、「希望しない」にそれぞれチェックします。

　　なお、法人の未納に係る地方団体の徴収金がある場合には、「希望しない」にチェックしても、当該徴収金に充
当されます。

⑵　利子割額の還付
　　⑴の利子割額の充当をしてもなお充当することができなかった利子割額の控除不足額がある場合には、法人に対
して還付されます。

　　還付を受けようとする法人は、利子割額の控除不足額に係る申告書の提出と同時に、必要事項を記載した請求書
に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、地域県民局長に提出する必要があります。

　　なお、必要事項を記載した請求書については、「還付請求」欄（６ページ）を使用することによって、当該請求
書に代えることができます。

　　利子割額の控除不足額が、下の記載例のＢのように、控除されるべき額（㉘）が、控除前の法人税割額（⑧－⑨
－⑩）より多い場合に記載します。

　　この申告が修正申告である場合に、先の申告書の㉚に記載した還付請求利子割額を記載します。なお、この修正
申告が更正後初めて提出するものであるときには、当該更正において法人税割額から控除することができなかった
利子割額に相当する金額を記載します。また、この金額のうち、まだ還付を受けていないものがある場合であって
も、この金額を記載します。

　　この申告が修正申告である場合において、㉛の金額が㉚の金額を上回るときに、㉛－㉚の金額を記載します。（こ
の金額は⑮の欄に記載される金額です。）

－ 8－ －９－

56

57

59

61

63

49－54　　

56＋57　 　

65＋66＋67－68－69　

58

60

62

64

65
66
67
68

69

70
71

72

73

58－59－60－61

62－63

58

Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。

5 4 9 2 9 0 9 1

4 0 0 0

4 0 0 0

4 6 9 2 9

1 3 6 0

2 0 4 0

3 1 4 4 2

3 4 8 4 2

3 4 8 4 2

2 9 0 2

3 1 9 4 0

3 1 9 4 0 0 0

5 4 9 2 9

3 1 9 4 0

3 4 8 4 2 1 5 0 5 1

1 5 0 5 1

2 3 7 4

1 2 6 7 7

1 2 6 7 7 0 0

5 4 9 2 9 0 9 1

5 4 9 2 9 0 9 1

5 4 9 2 9 0 9 1

43.2

3.4

5.1

6.7

4 0 0

4 0 0
8 0 0
8 0 0

1 0 0 0 4 0

1 0 0 0 4 0

Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。

25,000

28,000

25,000

28,000

25,000

3,000

25,000

50,000

54,560

50,000

54,560

50,000

4,560

4,560

50,000

56,050

54,560

56,050

54,560

54,560

4,560

4,560

54,560

50,000

30,150

50,000

30,150

30,150

30,150

75,000

30,150

75,000

30,150

30,150

30,150

1,4 19,8

19,8

44,8

19,8

4,5

5,9 25,0



第６号様式
摘　　　         　　要 課　　税　　標　　準 税　　　   　　　　額

摘　　　         　　要 課　　税　　標　　準 税　　　   　　　　額

税率（ 　）100

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

100

100

100

100

100

　
　
　所

　
　
　得

割

　所
　得
　金
　額
　の

　の

計
算

内
訳

割
値
価
加
付

資
本
割
収
入
割

所 得 金 額 総 額
（ － ）又は別表５㉛
年　　     万円以下の
金額
年　　   万円を超え年
　　　万円以下の金額
年　　  万円を超える
金額

計　　　  34＋35＋36　

軽減税率不適用法人
の金額

付 加 価 値 額 総 額

付　加　価　値　額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 　 入 　 金 　 額

合計事業税額

合計地方法人特別税額（　＋　）

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

48

50

45

47

49

00000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37＋40＋42＋44又は38＋40＋42＋44

）
税
別
特
人
法
方
地
（

仮装経理に基づく
事業税額の控除額
租税条約の実施に係る
事業税額の控除額
49

訳
内
の

　

訳
内
の

所　得　割

資　本　割

49のうち見込納付額

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

税率

既に納付の確定した
当期分の事業税額
この申告により納付すべき
事業税額（45－46－47－48）

付 加 価 値 割

収 　 入 　割
差　　引

差　　引
　－

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額
租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

　のうち見込納付額

決算確定の日

解  散  の  日

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額
この申告により納付すべき
地 方 法 人 特 別 税 額
　 － 　 － 　 －

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（35））又は個別所得金額（法人税
の明細書（別表４の２付表）の（44））

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（48））又は個別所得金額（法人
税の明細書（別表４の２付表）の（56））

　加

算

　減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失
準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失
準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された
外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった
場合の欠損金額等の当期控除額

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

青色・その他法人税の申告書の種類
円

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第15条の4の徴収猶予
を受けようとする税額

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の分配又
は引渡しの日

国外関連者の有無 有･無

有・無 有・無法人税

要･否

事業税

翌期の中間申告の要否

申告期限の延長の処分
（承認）の有無

仮計 　＋　＋　－　－　○端数処理（税額）

　　　　　　　地方税法施行規則第６号様式
　　　　　　　別表６の③を記載します。
生命保険　──　〃　別表７の⑤ 〃
損害保険　──　〃　別表８の⑦ 〃
少額短期保険─　〃　別表８の⑲ 〃

電気・ガス──

○端数処理（課税標準）

○ （ ）所得割（収入割）に係る地方法人特別税額　

４００ ２．７

４．０

５．３

８１

４００
８００
８００

５４９２９０９１
４０００ １０８０

１６００

２４８７２

２７５５２

２７５５２

２９０２

２４６５０

２２３１７

２２３１７

２３７４

１９９４３

１９９４３００

５４９２９０９１

５４９２９０９１

５４９２９０９１

２４６５０

２７５５２

２４６５０００

４０００

４６９２９

５４９２９

区　　　　　　　　　分
総　　　　　額

①

円

事 業 年 度

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

法人税の申告書
別表４　所得の金額の計算に関する明細書

　

　
　加

算

２

４

３

５

25
22

26

27

28

30

31

32

33

34

36

37

38

40

41

42

43

46

47

48

１

△

△

△ △

△

△

△

△

△ △

△

小　　　　計

仮　　　　　　　　計
（1）＋（11）－（21）

仮　　　　　　　　計
（（22）から（24）までの計）

寄　附　金　の　損　金　不　算　入　額
（別表十四（二）「24」又は「40」）

25

24超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額

23関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
（別表十七（二の二）「25」）

（別表十七（二の三）「10」）

（別表十（一）「9」、「12」又は「16」）

（別表六（一）「６の③」＋復興特別法人税申告書別表二「６の③」）

沖縄の認定法人の所得の特別控除額

法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額

税額控除の対象となる外国法人税の額

組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額

国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

29（別表十（三）「７」又は「９」）

（別表六（二の二）「７」）

（別表十（二）「７」又は「９」）
認定研究開発事業法人等の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

（別表九（二）「10」）

合　　　　　　　　計
（ ＋ ＋ ± ± ＋ ＋ ＋ ± ）

35

対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入額又は益金算入額
（別表十（五）「20」、「21」又は「23」）

総　　　　　　　　計
（38）＋（39）

契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額
（別表九（一）「13」）

39

（別表十二（十六）「12」

（別表十二（十二）「15」）

）
再投資等準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十五）「10」）
農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十五）「43の計」）
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額

（別表十（四）「40」）
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額

特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額
（別表十（八）「13」、別表十（九）「10」又は別表十（十）「16」若しくは「33」）
非適格合併又は残余財産の全部分配等による
移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額

差　　　引　　　計
（（34）から（37）までの計）

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額

（別表七（一）「4の計」＋（別表七 別表七（二）「９」 （三）「10」若しくは「21」又は ））

44

△

△

△

△（別表十二（十三）「10」）
中部国際空港整備準備金積立額の損金算入額 45 △

△

△残 余 財 産 の 確 定 の 日 の 属 す る
事業年度に係る事業税の損金算入額

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額　

第６号様式別表５
所得金額に関する計算書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

所　得　金　額　の　計　算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額

外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（34））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（43））　

　
　
　
　
　加

算

　
　
　
　
　減

算

得
所
等
税
課
非

仮　　　　　計　　　　①＋⑥－⑬

再　　仮　　計　　　　　　⑭－⑮

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計

　　　　　

⑯－㉑

所得金額再差引計　　　㉒－㉓－㉔

林　業　に　係　る　所　得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

○　 法人事業税・地方法人特別税の税率　 …11 ページ参照

67損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定への繰入額

68益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定からの戻入額

71繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等
があった場合の欠損金額等の当期控除額

６ページ参照

損金経理をした法人税、地方法人税
及び復興特別法人税（附帯税を除く。）

損金経理をした道府県民税利子割額

　 　 　 　 納 税 充 当 金

損 金 経 理 を し た 道 府 県 民 税
（利子割額を除く。）及び市町村民税

■法人事業税・地方法人特別税

○申告書記載の順序
１　所得金額に対して課税される法人

⑴　下記⑵及び⑶以外の法人
　所得金額の計算（ ～ ）をして、所得金
額差引計（ － ）を算出し、それを33の欄
に転記して、事業税額及び地方法人特別税額
を計算してください。

 「所得金額に関する計算書」（地方税法施行規
則第６号様式別表５）により、算定した合計欄
㉛を33の欄に転記して、事業税額及び地方法
人特別税額を計算してください。

　医療第１表又は第２表により課税所得金額
を算出し、それを33の欄に転記して、事業税額
及び地方法人特別税額を計算してください。

　ガス供給業（導管によるガス供給に限る）、
電気供給業及び保険業を行う法人について
は、これらの事業に係る収入金額に対して事
業税及び地方法人特別税が課税されます。
　なお、43の欄については、次の金額を記載
してください。

　事実を仮装した経理に基づいて法人事業税を過大に申告した場
合において、減額の更正を受けたときは、その減額される事業税
額は還付や充当の手続きによらず、更正後５年間の各事業税額
から順次繰り越して控除するものとされています。

　この申告が確定申告であるときは中間申告している税額、この
申告が修正申告であるときはこの申告の前の申告書の45－46の額
（更正又は決定を受けていたときは、その更正又は決定に伴う事
業税額）を記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の34の欄の金額、連結申告法人にあ
っては法人税の明細書（別表４の２付表）の43の欄の金額を記載
します。
　ただし、連結申告法人について、法人税の明細書（別表４の２
付表）の７の欄に記載された金額がある場合には、その金額を43
の欄の金額に加算した金額を記載してください。

　法人税では、利子所得等に対して課された所得税額は、法人の
各事業年度の所得金額の計算上損金（経費）として経理するか、
法人税額から控除するかのどちらかを選択できることとされてい
ますが、事業税の場合、損金経理も税額控除もどちらもできませ
ん。したがって、法人税で税額控除する場合には、法人税の所得
金額計算上、所得税額は損金に算入されませんので、法人税の所
得金額と事業税の所得金額は同じになりますが、法人税で損金経
理しているときは、その額を法人税の所得金額に加算したものが
事業税の所得金額になります。

　法人税の明細書（別表12⑴）の５の欄の金額又は10の欄の金額
のいずれか低い金額（法の施行地外において行う資源開発事業等
に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を記載して
ください。

　法人税の明細書（別表12⑴）の「益金算入額の計算」の欄の25
及び26の計欄の金額の合計額（法の施行地外において行う資源開
発事業等に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を
記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の48の欄又は法人税の明細書（別表
４の２付表）の56の欄の金額を記載してください。

　外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法
人税の額について法人税法第69条又は第81条の15に規定する外国
税額の控除の適用を受ける金額を有する法人が外国の事業に帰属
する所得以外の所得に対して課された外国法人税額のうち、連結
申告法人以外の法人にあっては法人税の明細書（別表４）の31の
欄の金額を、連結申告法人にあっては法人税の明細書（別表４の
２付表）の40の欄の金額を記載してください。

～ の各欄については、申告書記載の順序の１⑴に該当する法人
が記載します。

　34～38、 40、 42、 44の各欄の課税標準の額に
ついて各欄ごとに次により端数を処理してく
ださい。
・その金額の全額が1,000円未満のときは、
その全額を切り捨てます。

・その金額が1,000円を超える場合に、1,000円
に満たない端数があるときは、その
1,000円に満たない端数を切り捨てます。

⑴　34～38、 40、 42、 44、 、 の各欄の税額
について各欄ごとに次により端数を処理し
てください。

　・その金額の全額が100円未満のときは、
その全額を切り捨てます。

　・その金額が100円を超える場合に、100円
に満たない端数があるときは、その100
円に満たない端数を切り捨てます。

 「課税標準」欄には、37（又は44）の「税額」欄の金額を記
載してください。

⑵　45、 49の各欄の金額の全額が100円に満
たないときは、その全額を切り捨ててくだ
さい。

　　なお、記載すべき金額が赤字額となると
きは、その金額の直前の単位（けた）に△
印を付してください。

⑵　事業税が非課税とされる事業とその他の
事業を併せて行う法人、法人税が非課税と
される法人、法人税法第62条第２項の規定
の適用を受ける法人並びに租税特別措置法
第61条、同法第67条の14第１項及び同法第
67条の15第１項の規定の適用を受ける法人

２　収入金額に対して課税される法人

⑶　医療法人及び医療事業を行う農業協同組
　合連合会

　
　事
（

　
　業

）
税

　46仮装経理に基づく事業税額の控除額

47既に納付の確定した当期分の事業税額

65所得金額又は個別所得金額

66損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

69外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人
　税額

72法人税の所得金額又は個別所得金額

－ 4－ －５－

×　　　＝5
100

ア～ウの各金額等を地方税法施行規則第６号様式、第９号の
２様式及び第９号の３様式の各欄に記載します。
　なお、利子割額は、収入金額の５％以下の金額になります。

利子等の計算期間 特別徴収された利子割額

利子等の計算期間元本の種類

末期の間期算計首期の間期算計分　区類種の本元 期 中 売 却期 中 取 得

投資信託

投資信託 青森県
北海道

1,000口 （26.4.10）4,000口
（26.9.28）2,000口3,000口

5,000口
1,000口

支払額 1,200,000円 60,000円
青森県　50,000円
北海道　10,000円

特別徴収された利子割額

円000,03　　県森青行銀А 26.4.1～27.3.31
円000,02　　道海北行銀В

　　　　　50,000円計
26.4.1～27.3.31

26.4.1～27.3.31 ｛

アの金額
北 海 道
青 森 県
計

20,000円
30,000円
50,000円

8,340円
41,700円
50,040円

28,340円
71,700円
100,040円

イの金額 計

第９号の２様式
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

第９号の３様式
利子割額の都道府県別明細書

区　　　　　　　　分

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

1,200,000

1,200,000

2,200,000

50,0001,000,000１

60,000

60,000 6,000 4,000 1,000 0. 834
50,000
10,000

50,040
41,700
8,340

110,000

50,000

50,040

100,040

２

３

４

５

公　　　社　　　債　　　の　　　利　　　子

そ　　　　　　　　　の　　　　　　　　　他

計

投　資　信　託　の　収　益　の　分　配

収　入　金　額 ①について課された
利子割額

②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額 ③②①

円円円

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・充当・還付を
受ける利子割額の計算

法
別
個 銘　　　　　柄 収　入　金　額 ④について課さ

れた利子割額

銘　　　　　柄

投　資　信　託
青　　森　　県
北　　海　　道

収　入　金　額 ⑩について課さ
れた利子割額

公社債利子等の
計算基礎期間

⑥のうち元本
所有期間

所有期間割合
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑦
⑥

控除・充当・還付を
受ける利子割
⑤×

円

円円円

月月円

　
　銘

柄

公社債利子等
の計算期末の
所有元本数等

公社債利子等
の計算期首の
所有元本数等

⑫ － ⑬
２又は12
マイナスの
場合は０（　　　）

所有元本割合 ⑬＋⑭
⑫

小数点以下３
位未満切上げ（　　　）

小数点以下３位
未満切上げ、１
を越える場合は
１とする。（　　　）

控除・充当・還付を
受ける利子割額

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯⑪×⑮

別
内
訳県

府
道
都

都道府県名

北　海　道

青　　　森

03

04

44

45

46

47

01

02○

岩　　　手

宮　　　城

大　　　分

宮　　　崎

鹿　児　島

沖　　　縄

合　　　計 48

控除・充当・還付を受ける利子割額
事務
所の
有無

都　道
府　県
コード

十億　　　     百万　　　        千　　　       円

２８３４０

７１７００

１０００４０

第６号様式

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利　　子　　割　　額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額
（⑧－⑨－⑩と㉘のうち
　　　　　　少ない額）

控除することができな
かった金額　　㉘－㉙
既に還付を請求した
利子割額
既還付請求利子割額が過大
である場合の納付額

㉛－㉚（⑮）

利子割還付額の均等割への充当 □希望する □希望しない

㉘

㉙

㉚

㉛
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利子割額の控除・充当・還付に関する明細書５欄③の金額
（８ページ）

⑪欄へ（２ページ）

利子割額の控除額・還付額についての記載例

区　　　　　　　　分

法　　人　　税　　割　　額
利　　　子　　　割　　　額

中 間 申 告
（仮決算による）

Аの確定申告 Вの修正申告 Аの確定申告 Dの修正申告
А В Ｃ Ｄ Ｅ

5．0
100法 人 税 割 額（ ⑥ 又 は ⑦ × 　 ）

利子割額の控除額（控除した金額㉙）
差引法人税割額　　　⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期分の法人税割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫－⑬－⑭＋⑮

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

⑧
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利子割額（控除されるべき額）

控除した金額（⑧－⑨－⑩と㉘のうち少ない額）
控除することができなかった金額　㉘－㉙
既に還付を請求した利子割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額　㉛－㉚（⑮）

請
求

還
付 利　　　　子　　　　割　　　　額

中　　　間　　　納　　　付　　　額

１ ０ ０ ０ ４ ０

１ ０ ０ ０ ４ ０

２５,０００

２５,０００
２５,０００

２８,０００
２５,０００
３,０００

２８,０００
５０,０００

５０,０００
５０,０００

５４,５６０
５０,０００
４,５６０

４,５６０

５４,５６０
５６,０５０

５６,０５０
５４,５６０
１,４ １９,８

４,５
５,９

５４,５６０
５４,５６０

４,５６０
４,５６０

５４,５６０
５０,０００

５０,０００
３０, １５０

１９,８

３０, １５０
３０, １５０

３０, １５０
７５,０００

７５,０００
３０, １５０
４４,８
１９,８

２５,０

３０, １５０
３０, １５０

３０, １５０
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㉛
㉚
㉙
㉘

　⑶　計算例
　青森県内に本店を有する法人が次のような利子割を課税されたときにおいて、投資信託について銘柄別簡便法を
選択した場合
ア　預金の利子

イ　投資信託の収益の分配
　①　期中に特別徴収された利子割額の内容

ウ　ア、イの控除対象利子割額の合計金額

②　利子割額に係る利子等の元本の状況

③　銘柄別簡便法による計算
　　　「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・
充当・還付を受ける利子割額の計算」によります。
　都道府県別内訳は、銘柄ごとの控除対象利子割額を当該法人が課された利子割額の総額に対する各都道府
県において課された利子割額の割合により各都道府県にあん分した額とします。

×　　　　＝50,040円 41,700円 ………青森県50,000
60,000

×　　　　＝50,040円 8,340円 ………北海道10,000
60,000

※　控除・充当・還付を受ける利子割額については、各都道府県（当該額が最も多い都道府県を除く。）の
当該額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額につき四捨五入した額を当該額とし、これらの都道
府県の当該額の合計額と「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額③」欄の金額との差額に相当する金額を当該額が最も多い都道府県の金額とします。

２　利子割額の充当・還付

㉚控除することができなかった金額

㉛既に還付を請求した利子割額

32既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

⑴　利子割額の充当
　　法人税割額の計算上控除することができなかった利子割額（以下「利子割額の控除不足額」といいます。）につ
いて、均等割に充当を希望する場合には、「利子割還付額の均等割への充当」欄の「希望する」に、充当を希望し
ない場合には、「希望しない」にそれぞれチェックします。

　　なお、法人の未納に係る地方団体の徴収金がある場合には、「希望しない」にチェックしても、当該徴収金に充
当されます。

⑵　利子割額の還付
　　⑴の利子割額の充当をしてもなお充当することができなかった利子割額の控除不足額がある場合には、法人に対
して還付されます。

　　還付を受けようとする法人は、利子割額の控除不足額に係る申告書の提出と同時に、必要事項を記載した請求書
に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、地域県民局長に提出する必要があります。

　　なお、必要事項を記載した請求書については、「還付請求」欄（６ページ）を使用することによって、当該請求
書に代えることができます。

　　利子割額の控除不足額が、下の記載例のＢのように、控除されるべき額（㉘）が、控除前の法人税割額（⑧－⑨
－⑩）より多い場合に記載します。

　　この申告が修正申告である場合に、先の申告書の㉚に記載した還付請求利子割額を記載します。なお、この修正
申告が更正後初めて提出するものであるときには、当該更正において法人税割額から控除することができなかった
利子割額に相当する金額を記載します。また、この金額のうち、まだ還付を受けていないものがある場合であって
も、この金額を記載します。

　　この申告が修正申告である場合において、㉛の金額が㉚の金額を上回るときに、㉛－㉚の金額を記載します。（こ
の金額は⑮の欄に記載される金額です。）

－８－ － 9－

25

52,472,737

52,472,737

52,472,737

156,234

500,000

1,500,000

300,120

54,929,091

54,929,091

54,929,091

54,929,091



対　　　　　　　象　　　　　　　区　　　　　　　分 添　付　書　類 申告書への記載

欠損金の繰越し

災害による損失
金の繰越し

債務免除等があ
った場合の欠損
金の損金算入

71繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

地方税法施行規則
第６号様式　別表９

〃　　　別表10

〃　　　別表11

別表９の当期控除
額の「計」欄の金額

別表10の⑪の欄

別表10の⑫の欄

別表10の㉔の欄

別表10の㉕の欄

別表11の⑪の欄

別表11の⑫の欄

第６号様式
兆　　  十億　　  百万　　    千　　    円

　還

　付

　請

求

中 間 納 付 額

利　子　割　額

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

口座番号（普通・当座）

銀行 支店
75利子割額

還付請求
74中間納付額

。

　欠損金額について地方税法第72条の23第１項若
しくは第３項の規定においてその例によるものと
される法人税法第57条第１項若しくは経済社会の
構造の変化に対応した税制の構築を図るための所
得税法等の一部を改正する法律（平成23年法律第
114号）第２条の規定による改正前の法人税法（以
下「平成23年旧法人税法」といいます。）第57条第
１項若しくは地方税法施行令第21条第１項の規定
の適用を受ける場合
　欠損金額について地方税法第72条の23第１項の
規定においてその例によるものとされる法人税法
第58条第１項若しくは平成23年旧法人税法第58条
第１項の規定の適用を受ける場合
　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第１項又は
平成23年旧法人税法第59条第１項の規定の適用を
受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合に限る。）又は
平成23年旧法人税法第59条第２項（同項第３号に
掲げる場合に該当する場合に限る。）の規定の適用
を受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）又は
同条第３項の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第１項又は平
成23年旧法人税法第59条第１項の規定の適用を受
ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合に限る。）又は
平成23年旧法人税法第59条第２項（同項第３号に
掲げる場合に該当する場合に限る。）の規定の適用
を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）又は
同条第３項の規定の適用を受ける場合

◎利子割と県民税法人税割との調整

１　利子割額の控除
　⑴　利子割額の控除は、以下のア又はイに掲げる申告の場合にそれぞれ申告納付すべき法人税割額から、これらの法

人税割額の課税標準の算定期間において課された利子割額を控除する方法により行われます。
　　  ア　中間申告（仮決算に基づく中間申告に限る。）
　　  イ　確定申告
　⑵　控除の対象となる利子割額は、所得税法第２条第１項第９号に規定する公社債の利子又は同項第12号の２に規定
する投資信託の収益の分配（以下「公社債利子等」といいます。）については、その元本の所有期間に対応する部
分の利子割額（以下「控除対象利子割額」といいます。）に限られ、それ以外の利子等については、利子割額の全
額が控除されます。（地方税法施行令第９条の８第１項）

　　　公社債利子等に係る控除対象利子割額の計算方式は、以下のとおりです。

　控除対象利子割額をアの方法により計算することに代えて、次の算式により計算することができます。この場
合の計算は、その利子割額に係る公社債利子等の元本を①公社債又は②投資信託の受益証券の２種類に区分し、
更に、その元本を当該公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年を超えるものと１年以下のものとに区分し、
その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行います。

　中間納付額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代
わるものとして記載することができます。還付請求額として記載する
額は、⑯の欄又は⑳の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と、
49の欄に記載した事業税額及び の欄に記載した地方法人特別税額と
の合計額と同額になります。

　利子割額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代わ
るものとして記載することができます。還付請求額として記載する額
は、次の金額と同額になります。
⑴　利子割還付額の均等割への充当（９ページ）を「希望する」とし
た場合……均等割に充当される額を控除した額（㉚－⑳）
⑵　利子割還付額の均等割への充当を「希望しない」とした場合……
㉚の欄の金額

ア　個別法による場合（地方税法施行令第９条の８第２項）
［算式］
公社債利子等について
徴収された利子割額 × その法人がその元本を所有していた期間の月数

その公社債利子等の計算期間の月数

※・昭和63年４月１日前の月数は算式中の月数に含めません。
　・算式中の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とします。
　・算式の分数の割合に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。
　・控除対象利子割額に、１円未満の端数があるときは、その金額を切り上げます（イにおいて同じ）
　・法人の合併等があった場合の元本を所有していた期間については、被合併法人等が元本を所有していた期間を含みます。

イ　銘柄別簡便法による場合（地方税法施行令第９条の８第３項）

［算式］

公社債利子等について
徴収された利子割額

×

その法人がその公社債利子等
の計算期間の開始時に所有し
ていた元本の数（В）

その公社債利子等の計算期間の終了時に
所有していたその元本の数（А）

＋ {（А）－（В）} ×　（又は　）1
2

1
12

※・算式中の元本の数は、公社債については、額面金額によります。
　・（Ｂ）＞（Ａ）の場合には、分数の割合は１とします。
　・分子の　は、公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年（昭和63年４月１日以降の期間が１年）を超えるものにつ
　　いてのみ適用されます。

1
12

　利子割を課された法人については、法人県民税の申告の際に、県民税法人税割において利子割額の控除を行い、控除
することができなかった利子割額については、還付又は均等割若しくは未納の地方団体の徴収金に充当することとされ
ています。（地方税法第53条第26項、第39項、第40項）
　なお、利子割額の控除・充当・還付を受けるためには、地方税法施行規則第９号の２及び第９号の３様式の添付が
必要です。この場合において法人税割額から控除することができる利子割額は、当初の確定申告書等に記載された金
額が限度となります。したがって、その記載がなかった場合又は記載された金額が過少であった場合であっても、後の
修正申告書等によって新たに控除されたり、控除すべき金額が増加することは原則として認められません。（地方税法
第53条第28項）

欠損金の繰越し－㊟ 　法人税について欠損を生じた事業年度後９年間（※）の欠損金の繰越控除が認められた場合は、法人事
業税についても法人税と同様に繰越控除できます。ただし、法人税においては、欠損につき法人税額の繰
戻還付を受けた場合、その還付法人税額に対応する欠損金額は繰越控除できないものとされていますが、
事業税については、繰戻還付制度がありませんので、還付法人税額に対応する欠損金額についても繰り越
して控除することとされています。
（※）平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用。なお、平成20年３

月31日までに終了した事業年度において生じた欠損金額については７年間。

中間納付額又は利子割額がある場合でその還付を金融機関の口座に受け入れることを希望するときに記入してください。
○還付を受けようとする金融機関

　

⑴　法人事業税・地方法人特別税についての申請
　　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、事業年度終了後２ヵ月以内に決算が確定しない
ために確定申告期限（事業年度終了後２ヵ月以内）までに確定申告ができない常況にある場合などには、地方税法
第72条の25第２項から第７項まで（地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条）の規定に基づき、申請により、
原則として確定申告期限の１ヵ月延長の承認を受けることができます。この場合、期限延長の承認を受けようとす
る最初の事業年度終了の日まで（連結を理由とする場合は、終了の日から45日以内）に、地域県民局長へ申請書を提
出しなければなりません。
⑵　法人県民税についての届出
　　法人県民税については、法人税について申告期限延長が承認されると法人県民税、法人市町村民税の申告期限も延
長されることになっていますので、申告期限延長の申請は必要ありません。ただし、法人税について申告期限の延長
が承認された場合、事業年度終了後22日以内（連結親法人及びその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人は申告書の提出期限の延長の承認の日から７日以内）にその旨を地域県民局長へ届出しなければなりません。

－６－ － 7－

対　　　　　　　象　　　　　　　区　　　　　　　分 添　付　書　類 申告書への記載

欠損金の繰越し

災害による損失
金の繰越し

債務免除等があ
った場合の欠損
金の損金算入

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

地方税法施行規則
第６号様式　別表９

〃　　　別表10

〃　　　別表11

別表９の当期控除
額の「計」欄の金額

別表10の⑪の欄
又は㉔の欄

別表11の⑪の欄
の金額

第６号様式
兆　　  十億　　  百万　　    千　　    円

　還

　付

　請

求

中 間 納 付 額

利　子　割　額

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

口座番号（普通・当座）

銀行 支店
利子割額

解　散　の　日 平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月　　日

平成　  年 　月　 日

決算確定の日

申告期限の延長の処分
（承 認）の 有 無 事業税 法人税有・無 有・無

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成     年     月     日から
平成     年     月     日まで

法人税の申告書の種類

残余財産の最後の分配又は引渡しの日

青色・その他

翌期の中間申告の要否 要・否

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

国外関連者の有無 有・無

円

還付請求
中間納付額

。

　欠損金額について地方税法第72条の23第１項若
しくは第３項の規定においてその例によるものと
される法人税法第57条第１項（同法第142条の規定
により同法第57条第１項の規定に準じて計算する
場合を含む。）又は経済社会の構造の変化に対応し
た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改
正する法律（平成23年法律第114号）第２条の規定
による改正前の法人税法（以下「平成23年旧法人
税法」といいます。）第57条第１項又は地方税法施
行令第21条第１項の規定の適用を受ける場合
　欠損金額について地方税法第72条の23第１項の
規定においてその例によるものとされる法人税法
第58条第１項（同法第142条の規定により同法第58
条第１項の規定に準じて計算する場合を含む。）又
は平成23年旧法人税法第58条第１項の規定の適用
を受ける場合
　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除きます。）
の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除きます。）
の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第３項の規定
の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第３項の規定
の適用を受ける場合

２５ ５ ２４

１６,０７４,０００

０

０

◎利子割と県民税法人税割との調整

１　利子割額の控除
　⑴　利子割額の控除は、確定申告等の際にそれぞれ申告納付すべき法人税割額から、これらの法人税割額の課税標準

の算定期間において課された利子割額を控除する方法により行われます。
　⑵　控除の対象となる利子割額は、所得税法第２条第１項第９号に規定する公社債の利子又は同項第12号の２に規定
する投資信託の収益の分配（以下「公社債利子等」といいます。）については、その元本の所有期間に対応する部
分の利子割額（以下「控除対象利子割額」といいます。）に限られ、それ以外の利子等については、利子割額の全
額が控除されます。（地方税法施行令第９条の８第１項）

　　　公社債利子等に係る控除対象利子割額の計算方式は、以下のとおりです。

　控除対象利子割額をアの方法により計算することに代えて、次の算式により計算することができます。この場
合の計算は、その利子割額に係る公社債利子等の元本を①公社債又は②投資信託の受益証券の２種類に区分し、
更に、その元本を当該公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年を超えるものと１年以下のものとに区分し、
その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行います。

　法人税について、翌期に中間申告を必要とする
かどうかについて、該当するものを○で囲んでく
ださい。

　中間納付額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代
わるものとして記載することができます。還付請求額として記載する
額は、⑯の欄又は⑳の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と、
49の欄に記載した事業税額及び の欄に記載した地方法人特別税額と
の合計額と同額になります。

　利子割額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代わ
るものとして記載することができます。還付請求額として記載する額
は、次の金額と同額になります。
⑴　利子割還付額の均等割への充当（９ページ）を「希望する」とし
た場合……均等割に充当される額を控除した額（㉚－⑳）
⑵　利子割還付額の均等割への充当を「希望しない」とした場合……
㉚の欄の金額

ア　個別法による場合（地方税法施行令第９条の８第２項）
［算式］
公社債利子等について
徴収された利子割額 × その法人がその元本を所有していた期間の月数

その公社債利子等の計算期間の月数

※・昭和63年４月１日前の月数は算式中の月数に含めません。
　・算式中の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とします。
　・算式の分数の割合に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。
　・控除対象利子割額に、１円未満の端数があるときは、その金額を切り上げます（イにおいて同じ）
　・法人の合併等があった場合の元本を所有していた期間については、被合併法人等が元本を所有していた期間を含みます。

イ　銘柄別簡便法による場合（地方税法施行令第９条の８第３項）

［算式］

公社債利子等について
徴収された利子割額

×

その法人がその公社債利子等
の計算期間の開始時に所有し
ていた元本の数（В）

その公社債利子等の計算期間の終了時に
所有していたその元本の数（А）

＋ {（А）－（В）} ×　（又は　）1
2

1
12

※・算式中の元本の数は、公社債については、額面金額によります。
　・（Ｂ）＞（Ａ）の場合には、分数の割合は１とします。
　・分子の　は、公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年（昭和63年４月１日以降の期間が１年）を超えるものにつ
　　いてのみ適用されます。

1
12

　利子割を課された法人については、法人県民税の申告の際に、県民税法人税割において利子割額の控除を行い、控除
することができなかった利子割額については、還付又は均等割若しくは未納の地方団体の徴収金に充当することとされ
ています。（地方税法第53条第26項、第39項、第40項）
　なお、利子割額の控除・充当・還付を受けるためには、地方税法施行規則第９号の２及び第９号の３様式の添付が
必要です。

欠損金の繰越し－㊟ 　法人税について欠損を生じた事業年度後９年間（※）の欠損金の繰越控除が認められた場合は、法人事
業税についても法人税と同様に繰越控除できます。ただし、法人税においては、欠損につき法人税額の繰
戻還付を受けた場合、その還付法人税額に対応する欠損金額は繰越控除できないものとされていますが、
事業税については、繰戻還付制度がありませんので、還付法人税額に対応する欠損金額についても繰り越
して控除することとされています。
（※）平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用。なお、平成20年３

月31日までに終了した事業年度において生じた欠損金額については７年間。

　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由による確定申告期限の延長の承認を受けているかどうかに
ついて該当するものを○で囲んでください。なお、この申告期限延長の概要は、次のとおりです。

中間納付額又は利子割額がある場合でその還付を金融機関の口座に受け入れることを希望するときに記入してください。
○還付を受けようとする金融機関

○翌期の中間申告の要否

⑴　法人事業税・地方法人特別税についての申請
　　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、事業年度終了後２ヵ月以内に決算が確定しない
ために確定申告期限（事業年度終了後２ヵ月以内）までに確定申告ができない常況にある場合などには、地方税法
第72条の25第２項から第７項まで（地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条）の規定に基づき、申請により、
原則として確定申告期限の１ヵ月延長の承認を受けることができます。この場合、期限延長の承認を受けようとす
る最初の事業年度終了の日まで（連結を理由とする場合は、終了の日から45日以内）に、地域県民局長へ申請書を提
出しなければなりません。
⑵　法人県民税についての届出
　　法人県民税については、法人税について申告期限延長が承認されると法人県民税、法人市町村民税の申告期限も延
長されることになっていますので、申告期限延長の申請は必要ありません。ただし、法人税について申告期限の延長
が承認された場合、事業年度終了後22日以内（連結親法人及びその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人は申告書の提出期限の延長の承認の日から７日以内）にその旨を地域県民局長へ届出しなければなりません。

○申告期限の延長の処分（承認）の有無……その制度の概要

－ 6－ －７－

解　散　の　日 平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月　　日

平成　  年 　月　 日

決算確定の日

申告期限の延長の処分
（承 認）の 有 無 事業税 法人税有・無 有・無

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成     年     月     日から
平成     年     月     日まで

法人税の申告書の種類 青色・その他

翌期の中間申告の要否 要・否 国外関連者の有無 有・無

円
　法人税について、翌期に中間申告を必要とする
かどうかについて、該当するものを○で囲んでく
ださい。

　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由による確定申告期限の延長の承認を受けているかどうかに
ついて該当するものを○で囲んでください。なお、この申告期限延長の概要は、次のとおりです。

○翌期の中間申告の要否

○申告期限の延長の処分（承認）の有無……その制度の概要

27 11 24

16,074,000

第６号様式

0

0

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の
分配又は引渡しの日



対　　　　　　　象　　　　　　　区　　　　　　　分 添　付　書　類 申告書への記載

欠損金の繰越し

災害による損失
金の繰越し

債務免除等があ
った場合の欠損
金の損金算入

71繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

地方税法施行規則
第６号様式　別表９

〃　　　別表10

〃　　　別表11

別表９の当期控除
額の「計」欄の金額

別表10の⑪の欄

別表10の⑫の欄

別表10の㉔の欄

別表10の㉕の欄

別表11の⑪の欄

別表11の⑫の欄

第６号様式
兆　　  十億　　  百万　　    千　　    円

　還

　付

　請

求

中 間 納 付 額

利　子　割　額

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

口座番号（普通・当座）

銀行 支店
75利子割額

還付請求
74中間納付額

。

　欠損金額について地方税法第72条の23第１項若
しくは第３項の規定においてその例によるものと
される法人税法第57条第１項若しくは経済社会の
構造の変化に対応した税制の構築を図るための所
得税法等の一部を改正する法律（平成23年法律第
114号）第２条の規定による改正前の法人税法（以
下「平成23年旧法人税法」といいます。）第57条第
１項若しくは地方税法施行令第21条第１項の規定
の適用を受ける場合
　欠損金額について地方税法第72条の23第１項の
規定においてその例によるものとされる法人税法
第58条第１項若しくは平成23年旧法人税法第58条
第１項の規定の適用を受ける場合
　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第１項又は
平成23年旧法人税法第59条第１項の規定の適用を
受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合に限る。）又は
平成23年旧法人税法第59条第２項（同項第３号に
掲げる場合に該当する場合に限る。）の規定の適用
を受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）又は
同条第３項の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第１項又は平
成23年旧法人税法第59条第１項の規定の適用を受
ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合に限る。）又は
平成23年旧法人税法第59条第２項（同項第３号に
掲げる場合に該当する場合に限る。）の規定の適用
を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）又は
同条第３項の規定の適用を受ける場合

◎利子割と県民税法人税割との調整

１　利子割額の控除
　⑴　利子割額の控除は、以下のア又はイに掲げる申告の場合にそれぞれ申告納付すべき法人税割額から、これらの法

人税割額の課税標準の算定期間において課された利子割額を控除する方法により行われます。
　　  ア　中間申告（仮決算に基づく中間申告に限る。）
　　  イ　確定申告
　⑵　控除の対象となる利子割額は、所得税法第２条第１項第９号に規定する公社債の利子又は同項第12号の２に規定
する投資信託の収益の分配（以下「公社債利子等」といいます。）については、その元本の所有期間に対応する部
分の利子割額（以下「控除対象利子割額」といいます。）に限られ、それ以外の利子等については、利子割額の全
額が控除されます。（地方税法施行令第９条の８第１項）

　　　公社債利子等に係る控除対象利子割額の計算方式は、以下のとおりです。

　控除対象利子割額をアの方法により計算することに代えて、次の算式により計算することができます。この場
合の計算は、その利子割額に係る公社債利子等の元本を①公社債又は②投資信託の受益証券の２種類に区分し、
更に、その元本を当該公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年を超えるものと１年以下のものとに区分し、
その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行います。

　中間納付額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代
わるものとして記載することができます。還付請求額として記載する
額は、⑯の欄又は⑳の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と、
49の欄に記載した事業税額及び の欄に記載した地方法人特別税額と
の合計額と同額になります。

　利子割額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代わ
るものとして記載することができます。還付請求額として記載する額
は、次の金額と同額になります。
⑴　利子割還付額の均等割への充当（９ページ）を「希望する」とし
た場合……均等割に充当される額を控除した額（㉚－⑳）
⑵　利子割還付額の均等割への充当を「希望しない」とした場合……
㉚の欄の金額

ア　個別法による場合（地方税法施行令第９条の８第２項）
［算式］
公社債利子等について
徴収された利子割額 × その法人がその元本を所有していた期間の月数

その公社債利子等の計算期間の月数

※・昭和63年４月１日前の月数は算式中の月数に含めません。
　・算式中の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とします。
　・算式の分数の割合に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。
　・控除対象利子割額に、１円未満の端数があるときは、その金額を切り上げます（イにおいて同じ）
　・法人の合併等があった場合の元本を所有していた期間については、被合併法人等が元本を所有していた期間を含みます。

イ　銘柄別簡便法による場合（地方税法施行令第９条の８第３項）

［算式］

公社債利子等について
徴収された利子割額

×

その法人がその公社債利子等
の計算期間の開始時に所有し
ていた元本の数（В）

その公社債利子等の計算期間の終了時に
所有していたその元本の数（А）

＋ {（А）－（В）} ×　（又は　）1
2

1
12

※・算式中の元本の数は、公社債については、額面金額によります。
　・（Ｂ）＞（Ａ）の場合には、分数の割合は１とします。
　・分子の　は、公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年（昭和63年４月１日以降の期間が１年）を超えるものにつ
　　いてのみ適用されます。

1
12

　利子割を課された法人については、法人県民税の申告の際に、県民税法人税割において利子割額の控除を行い、控除
することができなかった利子割額については、還付又は均等割若しくは未納の地方団体の徴収金に充当することとされ
ています。（地方税法第53条第26項、第39項、第40項）
　なお、利子割額の控除・充当・還付を受けるためには、地方税法施行規則第９号の２及び第９号の３様式の添付が
必要です。この場合において法人税割額から控除することができる利子割額は、当初の確定申告書等に記載された金
額が限度となります。したがって、その記載がなかった場合又は記載された金額が過少であった場合であっても、後の
修正申告書等によって新たに控除されたり、控除すべき金額が増加することは原則として認められません。（地方税法
第53条第28項）

欠損金の繰越し－㊟ 　法人税について欠損を生じた事業年度後９年間（※）の欠損金の繰越控除が認められた場合は、法人事
業税についても法人税と同様に繰越控除できます。ただし、法人税においては、欠損につき法人税額の繰
戻還付を受けた場合、その還付法人税額に対応する欠損金額は繰越控除できないものとされていますが、
事業税については、繰戻還付制度がありませんので、還付法人税額に対応する欠損金額についても繰り越
して控除することとされています。
（※）平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用。なお、平成20年３

月31日までに終了した事業年度において生じた欠損金額については７年間。

中間納付額又は利子割額がある場合でその還付を金融機関の口座に受け入れることを希望するときに記入してください。
○還付を受けようとする金融機関

　

⑴　法人事業税・地方法人特別税についての申請
　　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、事業年度終了後２ヵ月以内に決算が確定しない
ために確定申告期限（事業年度終了後２ヵ月以内）までに確定申告ができない常況にある場合などには、地方税法
第72条の25第２項から第７項まで（地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条）の規定に基づき、申請により、
原則として確定申告期限の１ヵ月延長の承認を受けることができます。この場合、期限延長の承認を受けようとす
る最初の事業年度終了の日まで（連結を理由とする場合は、終了の日から45日以内）に、地域県民局長へ申請書を提
出しなければなりません。
⑵　法人県民税についての届出
　　法人県民税については、法人税について申告期限延長が承認されると法人県民税、法人市町村民税の申告期限も延
長されることになっていますので、申告期限延長の申請は必要ありません。ただし、法人税について申告期限の延長
が承認された場合、事業年度終了後22日以内（連結親法人及びその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人は申告書の提出期限の延長の承認の日から７日以内）にその旨を地域県民局長へ届出しなければなりません。

－６－ － 7－

対　　　　　　　象　　　　　　　区　　　　　　　分 添　付　書　類 申告書への記載

欠損金の繰越し

災害による損失
金の繰越し

債務免除等があ
った場合の欠損
金の損金算入

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額

地方税法施行規則
第６号様式　別表９

〃　　　別表10

〃　　　別表11

別表９の当期控除
額の「計」欄の金額

別表10の⑪の欄
又は㉔の欄

別表11の⑪の欄
の金額

第６号様式
兆　　  十億　　  百万　　    千　　    円

　還

　付

　請

求

中 間 納 付 額

利　子　割　額

還付を受けようとする
金融機関及び支払方法

口座番号（普通・当座）

銀行 支店
利子割額

解　散　の　日 平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月　　日

平成　  年 　月　 日

決算確定の日

申告期限の延長の処分
（承 認）の 有 無 事業税 法人税有・無 有・無

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成     年     月     日から
平成     年     月     日まで

法人税の申告書の種類

残余財産の最後の分配又は引渡しの日

青色・その他

翌期の中間申告の要否 要・否

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

国外関連者の有無 有・無

円

還付請求
中間納付額

。

　欠損金額について地方税法第72条の23第１項若
しくは第３項の規定においてその例によるものと
される法人税法第57条第１項（同法第142条の規定
により同法第57条第１項の規定に準じて計算する
場合を含む。）又は経済社会の構造の変化に対応し
た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改
正する法律（平成23年法律第114号）第２条の規定
による改正前の法人税法（以下「平成23年旧法人
税法」といいます。）第57条第１項又は地方税法施
行令第21条第１項の規定の適用を受ける場合
　欠損金額について地方税法第72条の23第１項の
規定においてその例によるものとされる法人税法
第58条第１項（同法第142条の規定により同法第58
条第１項の規定に準じて計算する場合を含む。）又
は平成23年旧法人税法第58条第１項の規定の適用
を受ける場合
　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除きます。）
の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第２項（同項
第３号に掲げる場合に該当する場合を除きます。）
の規定の適用を受ける場合

　地方税法第72条の23第１項の規定によりその例
によるものとされる法人税法第59条第３項の規定
の適用を受ける場合

　地方税法第72条の18の規定によりその例による
ものとされる地方税法施行令第20条の２の11の規
定による読替え後の法人税法第59条第３項の規定
の適用を受ける場合

２５ ５ ２４

１６,０７４,０００

０

０

◎利子割と県民税法人税割との調整

１　利子割額の控除
　⑴　利子割額の控除は、確定申告等の際にそれぞれ申告納付すべき法人税割額から、これらの法人税割額の課税標準

の算定期間において課された利子割額を控除する方法により行われます。
　⑵　控除の対象となる利子割額は、所得税法第２条第１項第９号に規定する公社債の利子又は同項第12号の２に規定
する投資信託の収益の分配（以下「公社債利子等」といいます。）については、その元本の所有期間に対応する部
分の利子割額（以下「控除対象利子割額」といいます。）に限られ、それ以外の利子等については、利子割額の全
額が控除されます。（地方税法施行令第９条の８第１項）

　　　公社債利子等に係る控除対象利子割額の計算方式は、以下のとおりです。

　控除対象利子割額をアの方法により計算することに代えて、次の算式により計算することができます。この場
合の計算は、その利子割額に係る公社債利子等の元本を①公社債又は②投資信託の受益証券の２種類に区分し、
更に、その元本を当該公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年を超えるものと１年以下のものとに区分し、
その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに行います。

　法人税について、翌期に中間申告を必要とする
かどうかについて、該当するものを○で囲んでく
ださい。

　中間納付額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代
わるものとして記載することができます。還付請求額として記載する
額は、⑯の欄又は⑳の欄に△印を付した法人税割額又は均等割額と、
49の欄に記載した事業税額及び の欄に記載した地方法人特別税額と
の合計額と同額になります。

　利子割額の還付を受けようとする場合において、還付請求書に代わ
るものとして記載することができます。還付請求額として記載する額
は、次の金額と同額になります。
⑴　利子割還付額の均等割への充当（９ページ）を「希望する」とし
た場合……均等割に充当される額を控除した額（㉚－⑳）
⑵　利子割還付額の均等割への充当を「希望しない」とした場合……
㉚の欄の金額

ア　個別法による場合（地方税法施行令第９条の８第２項）
［算式］
公社債利子等について
徴収された利子割額 × その法人がその元本を所有していた期間の月数

その公社債利子等の計算期間の月数

※・昭和63年４月１日前の月数は算式中の月数に含めません。
　・算式中の月数は暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とします。
　・算式の分数の割合に小数点以下３位未満の端数があるときは、これを切り上げます。
　・控除対象利子割額に、１円未満の端数があるときは、その金額を切り上げます（イにおいて同じ）
　・法人の合併等があった場合の元本を所有していた期間については、被合併法人等が元本を所有していた期間を含みます。

イ　銘柄別簡便法による場合（地方税法施行令第９条の８第３項）

［算式］

公社債利子等について
徴収された利子割額

×

その法人がその公社債利子等
の計算期間の開始時に所有し
ていた元本の数（В）

その公社債利子等の計算期間の終了時に
所有していたその元本の数（А）

＋ {（А）－（В）} ×　（又は　）1
2

1
12

※・算式中の元本の数は、公社債については、額面金額によります。
　・（Ｂ）＞（Ａ）の場合には、分数の割合は１とします。
　・分子の　は、公社債利子等の計算の基礎となった期間が１年（昭和63年４月１日以降の期間が１年）を超えるものにつ
　　いてのみ適用されます。

1
12

　利子割を課された法人については、法人県民税の申告の際に、県民税法人税割において利子割額の控除を行い、控除
することができなかった利子割額については、還付又は均等割若しくは未納の地方団体の徴収金に充当することとされ
ています。（地方税法第53条第26項、第39項、第40項）
　なお、利子割額の控除・充当・還付を受けるためには、地方税法施行規則第９号の２及び第９号の３様式の添付が
必要です。

欠損金の繰越し－㊟ 　法人税について欠損を生じた事業年度後９年間（※）の欠損金の繰越控除が認められた場合は、法人事
業税についても法人税と同様に繰越控除できます。ただし、法人税においては、欠損につき法人税額の繰
戻還付を受けた場合、その還付法人税額に対応する欠損金額は繰越控除できないものとされていますが、
事業税については、繰戻還付制度がありませんので、還付法人税額に対応する欠損金額についても繰り越
して控除することとされています。
（※）平成20年４月１日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用。なお、平成20年３

月31日までに終了した事業年度において生じた欠損金額については７年間。

　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由による確定申告期限の延長の承認を受けているかどうかに
ついて該当するものを○で囲んでください。なお、この申告期限延長の概要は、次のとおりです。

中間納付額又は利子割額がある場合でその還付を金融機関の口座に受け入れることを希望するときに記入してください。
○還付を受けようとする金融機関

○翌期の中間申告の要否

⑴　法人事業税・地方法人特別税についての申請
　　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により、事業年度終了後２ヵ月以内に決算が確定しない
ために確定申告期限（事業年度終了後２ヵ月以内）までに確定申告ができない常況にある場合などには、地方税法
第72条の25第２項から第７項まで（地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条）の規定に基づき、申請により、
原則として確定申告期限の１ヵ月延長の承認を受けることができます。この場合、期限延長の承認を受けようとす
る最初の事業年度終了の日まで（連結を理由とする場合は、終了の日から45日以内）に、地域県民局長へ申請書を提
出しなければなりません。
⑵　法人県民税についての届出
　　法人県民税については、法人税について申告期限延長が承認されると法人県民税、法人市町村民税の申告期限も延
長されることになっていますので、申告期限延長の申請は必要ありません。ただし、法人税について申告期限の延長
が承認された場合、事業年度終了後22日以内（連結親法人及びその連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人は申告書の提出期限の延長の承認の日から７日以内）にその旨を地域県民局長へ届出しなければなりません。

○申告期限の延長の処分（承認）の有無……その制度の概要

－ 6－ －７－

解　散　の　日 平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月　　日

平成　  年 　月　 日

決算確定の日

申告期限の延長の処分
（承 認）の 有 無 事業税 法人税有・無 有・無

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成     年     月     日から
平成     年     月     日まで

法人税の申告書の種類 青色・その他

翌期の中間申告の要否 要・否 国外関連者の有無 有・無

円
　法人税について、翌期に中間申告を必要とする
かどうかについて、該当するものを○で囲んでく
ださい。

　会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由による確定申告期限の延長の承認を受けているかどうかに
ついて該当するものを○で囲んでください。なお、この申告期限延長の概要は、次のとおりです。

○翌期の中間申告の要否

○申告期限の延長の処分（承認）の有無……その制度の概要

27 11 24

16,074,000

第６号様式

0

0

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の
分配又は引渡しの日



第６号様式
摘　　　         　　要 課　　税　　標　　準 税　　　   　　　　額

摘　　　         　　要 課　　税　　標　　準 税　　　   　　　　額

税率（ 　）100

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

100

100

100

100

100

　
　
　所

　
　
　得

割

　所
　得
　金
　額
　の

　の

計
算

内
訳

割
値
価
加
付

資
本
割
収
入
割

所 得 金 額 総 額
（ － ）又は別表５㉛
年　　     万円以下の
金額
年　　   万円を超え年
　　　万円以下の金額
年　　  万円を超える
金額

計　　　  34＋35＋36　

軽減税率不適用法人
の金額

付 加 価 値 額 総 額

付　加　価　値　額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 　 入 　 金 　 額

合計事業税額

合計地方法人特別税額（　＋　）

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

48

50

45

47

49

00000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37＋40＋42＋44又は38＋40＋42＋44

）
税
別
特
人
法
方
地
（

仮装経理に基づく
事業税額の控除額
租税条約の実施に係る
事業税額の控除額
49

訳
内
の

　

訳
内
の

所　得　割

資　本　割

49のうち見込納付額

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

税率

既に納付の確定した
当期分の事業税額
この申告により納付すべき
事業税額（45－46－47－48）

付 加 価 値 割

収 　 入 　割
差　　引

差　　引
　－

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額
租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

　のうち見込納付額

決算確定の日

解  散  の  日

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額
この申告により納付すべき
地 方 法 人 特 別 税 額
　 － 　 － 　 －

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（35））又は個別所得金額（法人税
の明細書（別表４の２付表）の（44））

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（48））又は個別所得金額（法人
税の明細書（別表４の２付表）の（56））

　加

算

　減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失
準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失
準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された
外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった
場合の欠損金額等の当期控除額

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

青色・その他法人税の申告書の種類
円

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第15条の4の徴収猶予
を受けようとする税額

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の分配又
は引渡しの日

国外関連者の有無 有･無

有・無 有・無法人税

要･否

事業税

翌期の中間申告の要否

申告期限の延長の処分
（承認）の有無

仮計 　＋　＋　－　－　○端数処理（税額）

　　　　　　　地方税法施行規則第６号様式
　　　　　　　別表６の③を記載します。
生命保険　──　〃　別表７の⑤ 〃
損害保険　──　〃　別表８の⑦ 〃
少額短期保険─　〃　別表８の⑲ 〃

電気・ガス──

○端数処理（課税標準）

○ （ ）所得割（収入割）に係る地方法人特別税額　

４００ ２．７

４．０

５．３

８１

４００
８００
８００

５４９２９０９１
４０００ １０８０

１６００

２４８７２

２７５５２

２７５５２

２９０２

２４６５０

２２３１７

２２３１７

２３７４

１９９４３

１９９４３００

５４９２９０９１

５４９２９０９１

５４９２９０９１

２４６５０

２７５５２

２４６５０００

４０００

４６９２９

５４９２９

区　　　　　　　　　分
総　　　　　額

①

円

事 業 年 度

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

法人税の申告書
別表４　所得の金額の計算に関する明細書

　

　
　加

算

２

４

３

５

25
22

26

27

28

30

31

32

33

34

36

37

38

40

41

42

43

46

47

48

１

△

△

△ △

△

△

△

△

△ △

△

小　　　　計

仮　　　　　　　　計
（1）＋（11）－（21）

仮　　　　　　　　計
（（22）から（24）までの計）

寄　附　金　の　損　金　不　算　入　額
（別表十四（二）「24」又は「40」）

25

24超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額

23関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
（別表十七（二の二）「25」）

（別表十七（二の三）「10」）

（別表十（一）「9」、「12」又は「16」）

（別表六（一）「６の③」＋復興特別法人税申告書別表二「６の③」）

沖縄の認定法人の所得の特別控除額

法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額

税額控除の対象となる外国法人税の額

組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額

国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

29（別表十（三）「７」又は「９」）

（別表六（二の二）「７」）

（別表十（二）「７」又は「９」）
認定研究開発事業法人等の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

（別表九（二）「10」）

合　　　　　　　　計
（ ＋ ＋ ± ± ＋ ＋ ＋ ± ）

35

対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入額又は益金算入額
（別表十（五）「20」、「21」又は「23」）

総　　　　　　　　計
（38）＋（39）

契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額
（別表九（一）「13」）

39

（別表十二（十六）「12」

（別表十二（十二）「15」）

）
再投資等準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十五）「10」）
農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十五）「43の計」）
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額

（別表十（四）「40」）
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額

特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額
（別表十（八）「13」、別表十（九）「10」又は別表十（十）「16」若しくは「33」）
非適格合併又は残余財産の全部分配等による
移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額

差　　　引　　　計
（（34）から（37）までの計）

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額

（別表七（一）「4の計」＋（別表七 別表七（二）「９」 （三）「10」若しくは「21」又は ））

44

△

△

△

△（別表十二（十三）「10」）
中部国際空港整備準備金積立額の損金算入額 45 △

△

△残 余 財 産 の 確 定 の 日 の 属 す る
事業年度に係る事業税の損金算入額

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額　

第６号様式別表５
所得金額に関する計算書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

所　得　金　額　の　計　算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額及び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額

外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（34））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（43））　

　
　
　
　
　加

算

　
　
　
　
　減

算

得
所
等
税
課
非

仮　　　　　計　　　　①＋⑥－⑬

再　　仮　　計　　　　　　⑭－⑮

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計

　　　　　

⑯－㉑

所得金額再差引計　　　㉒－㉓－㉔

林　業　に　係　る　所　得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

○　 法人事業税・地方法人特別税の税率　 …11 ページ参照

67損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定への繰入額

68益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定からの戻入額

71繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等
があった場合の欠損金額等の当期控除額

６ページ参照

損金経理をした法人税、地方法人税
及び復興特別法人税（附帯税を除く。）

損金経理をした道府県民税利子割額

　 　 　 　 納 税 充 当 金

損 金 経 理 を し た 道 府 県 民 税
（利子割額を除く。）及び市町村民税

■法人事業税・地方法人特別税

○申告書記載の順序
１　所得金額に対して課税される法人

⑴　下記⑵及び⑶以外の法人
　所得金額の計算（ ～ ）をして、所得金
額差引計（ － ）を算出し、それを33の欄
に転記して、事業税額及び地方法人特別税額
を計算してください。

 「所得金額に関する計算書」（地方税法施行規
則第６号様式別表５）により、算定した合計欄
㉛を33の欄に転記して、事業税額及び地方法
人特別税額を計算してください。

　医療第１表又は第２表により課税所得金額
を算出し、それを33の欄に転記して、事業税額
及び地方法人特別税額を計算してください。

　ガス供給業（導管によるガス供給に限る）、
電気供給業及び保険業を行う法人について
は、これらの事業に係る収入金額に対して事
業税及び地方法人特別税が課税されます。
　なお、43の欄については、次の金額を記載
してください。

　事実を仮装した経理に基づいて法人事業税を過大に申告した場
合において、減額の更正を受けたときは、その減額される事業税
額は還付や充当の手続きによらず、更正後５年間の各事業税額
から順次繰り越して控除するものとされています。

　この申告が確定申告であるときは中間申告している税額、この
申告が修正申告であるときはこの申告の前の申告書の45－46の額
（更正又は決定を受けていたときは、その更正又は決定に伴う事
業税額）を記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の34の欄の金額、連結申告法人にあ
っては法人税の明細書（別表４の２付表）の43の欄の金額を記載
します。
　ただし、連結申告法人について、法人税の明細書（別表４の２
付表）の７の欄に記載された金額がある場合には、その金額を43
の欄の金額に加算した金額を記載してください。

　法人税では、利子所得等に対して課された所得税額は、法人の
各事業年度の所得金額の計算上損金（経費）として経理するか、
法人税額から控除するかのどちらかを選択できることとされてい
ますが、事業税の場合、損金経理も税額控除もどちらもできませ
ん。したがって、法人税で税額控除する場合には、法人税の所得
金額計算上、所得税額は損金に算入されませんので、法人税の所
得金額と事業税の所得金額は同じになりますが、法人税で損金経
理しているときは、その額を法人税の所得金額に加算したものが
事業税の所得金額になります。

　法人税の明細書（別表12⑴）の５の欄の金額又は10の欄の金額
のいずれか低い金額（法の施行地外において行う資源開発事業等
に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を記載して
ください。

　法人税の明細書（別表12⑴）の「益金算入額の計算」の欄の25
及び26の計欄の金額の合計額（法の施行地外において行う資源開
発事業等に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を
記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の48の欄又は法人税の明細書（別表
４の２付表）の56の欄の金額を記載してください。

　外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法
人税の額について法人税法第69条又は第81条の15に規定する外国
税額の控除の適用を受ける金額を有する法人が外国の事業に帰属
する所得以外の所得に対して課された外国法人税額のうち、連結
申告法人以外の法人にあっては法人税の明細書（別表４）の31の
欄の金額を、連結申告法人にあっては法人税の明細書（別表４の
２付表）の40の欄の金額を記載してください。

～ の各欄については、申告書記載の順序の１⑴に該当する法人
が記載します。

　34～38、 40、 42、 44の各欄の課税標準の額に
ついて各欄ごとに次により端数を処理してく
ださい。
・その金額の全額が1,000円未満のときは、
その全額を切り捨てます。
・その金額が1,000円を超える場合に、1,000円
に満たない端数があるときは、その
1,000円に満たない端数を切り捨てます。

⑴　34～38、 40、 42、 44、 、 の各欄の税額
について各欄ごとに次により端数を処理し
てください。
　・その金額の全額が100円未満のときは、
その全額を切り捨てます。

　・その金額が100円を超える場合に、100円
に満たない端数があるときは、その100
円に満たない端数を切り捨てます。

 「課税標準」欄には、37（又は44）の「税額」欄の金額を記
載してください。

⑵　45、 49の各欄の金額の全額が100円に満
たないときは、その全額を切り捨ててくだ
さい。
　　なお、記載すべき金額が赤字額となると
きは、その金額の直前の単位（けた）に△
印を付してください。

⑵　事業税が非課税とされる事業とその他の
事業を併せて行う法人、法人税が非課税と
される法人、法人税法第62条第２項の規定
の適用を受ける法人並びに租税特別措置法
第61条、同法第67条の14第１項及び同法第
67条の15第１項の規定の適用を受ける法人

２　収入金額に対して課税される法人

⑶　医療法人及び医療事業を行う農業協同組
　合連合会

　
　事
（

　
　業

）
税

　46仮装経理に基づく事業税額の控除額

47既に納付の確定した当期分の事業税額

65所得金額又は個別所得金額

66損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

69外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人
　税額

72法人税の所得金額又は個別所得金額

－ 4－ －５－

×　　　＝5
100

ア～ウの各金額等を地方税法施行規則第６号様式、第９号の
２様式及び第９号の３様式の各欄に記載します。
　なお、利子割額は、収入金額の５％以下の金額になります。

利子等の計算期間 特別徴収された利子割額

利子等の計算期間元本の種類

末期の間期算計首期の間期算計分　区類種の本元 期 中 売 却期 中 取 得

投資信託

投資信託 青森県
北海道

1,000口 （26.4.10）4,000口
（26.9.28）2,000口3,000口

5,000口
1,000口

支払額 1,200,000円 60,000円
青森県　50,000円
北海道　10,000円

特別徴収された利子割額

円000,03　　県森青行銀А 26.4.1～27.3.31
円000,02　　道海北行銀В

　　　　　50,000円計
26.4.1～27.3.31

26.4.1～27.3.31 ｛

アの金額
北 海 道
青 森 県
計

20,000円
30,000円
50,000円

8,340円
41,700円
50,040円

28,340円
71,700円
100,040円

イの金額 計

第９号の２様式
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

第９号の３様式
利子割額の都道府県別明細書

区　　　　　　　　分

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

1,200,000

1,200,000

2,200,000

50,0001,000,000１

60,000

60,000 6,000 4,000 1,000 0. 834
50,000
10,000

50,040
41,700
8,340

110,000

50,000

50,040

100,040

２

３

４

５

公　　　社　　　債　　　の　　　利　　　子

そ　　　　　　　　　の　　　　　　　　　他

計

投　資　信　託　の　収　益　の　分　配

収　入　金　額 ①について課された
利子割額

②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額 ③②①

円円円

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・充当・還付を
受ける利子割額の計算

法
別
個 銘　　　　　柄 収　入　金　額 ④について課さ

れた利子割額

銘　　　　　柄

投　資　信　託
青　　森　　県
北　　海　　道

収　入　金　額 ⑩について課さ
れた利子割額

公社債利子等の
計算基礎期間

⑥のうち元本
所有期間

所有期間割合
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑦
⑥

控除・充当・還付を
受ける利子割
⑤×

円

円円円

月月円

　
　銘

柄

公社債利子等
の計算期末の
所有元本数等

公社債利子等
の計算期首の
所有元本数等

⑫ － ⑬
２又は12
マイナスの
場合は０（　　　）

所有元本割合 ⑬＋⑭
⑫

小数点以下３
位未満切上げ（　　　）

小数点以下３位
未満切上げ、１
を越える場合は
１とする。（　　　）

控除・充当・還付を
受ける利子割額

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯⑪×⑮

別
内
訳県

府
道
都

都道府県名

北　海　道

青　　　森

03

04

44

45

46

47

01

02○

岩　　　手

宮　　　城

大　　　分

宮　　　崎

鹿　児　島

沖　　　縄

合　　　計 48

控除・充当・還付を受ける利子割額
事務
所の
有無

都　道
府　県
コード

十億　　　     百万　　　        千　　　       円

２８３４０

７１７００

１０００４０

第６号様式

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利　　子　　割　　額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額
（⑧－⑨－⑩と㉘のうち
　　　　　　少ない額）

控除することができな
かった金額　　㉘－㉙
既に還付を請求した
利子割額
既還付請求利子割額が過大
である場合の納付額

㉛－㉚（⑮）

利子割還付額の均等割への充当 □希望する □希望しない

㉘

㉙

㉚

㉛

32

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書５欄③の金額
（８ページ）

⑪欄へ（２ページ）

利子割額の控除額・還付額についての記載例

区　　　　　　　　分

法　　人　　税　　割　　額
利　　　子　　　割　　　額

中 間 申 告
（仮決算による）

Аの確定申告 Вの修正申告 Аの確定申告 Dの修正申告
А В Ｃ Ｄ Ｅ

5．0
100法 人 税 割 額（ ⑥ 又 は ⑦ × 　 ）

利子割額の控除額（控除した金額㉙）
差引法人税割額　　　⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期分の法人税割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫－⑬－⑭＋⑮

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

⑧
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利子割額（控除されるべき額）

控除した金額（⑧－⑨－⑩と㉘のうち少ない額）
控除することができなかった金額　㉘－㉙
既に還付を請求した利子割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額　㉛－㉚（⑮）

請
求

還
付 利　　　　子　　　　割　　　　額

中　　　間　　　納　　　付　　　額

１ ０ ０ ０ ４ ０

１ ０ ０ ０ ４ ０

２５,０００

２５,０００
２５,０００

２８,０００
２５,０００
３,０００

２８,０００
５０,０００

５０,０００
５０,０００

５４,５６０
５０,０００
４,５６０

４,５６０

５４,５６０
５６,０５０

５６,０５０
５４,５６０
１,４ １９,８

４,５
５,９

５４,５６０
５４,５６０

４,５６０
４,５６０

５４,５６０
５０,０００

５０,０００
３０, １５０

１９,８

３０, １５０
３０, １５０

３０, １５０
７５,０００

７５,０００
３０, １５０
４４,８
１９,８

２５,０

３０, １５０
３０, １５０

３０, １５０
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㉛
㉚
㉙
㉘

　⑶　計算例
　青森県内に本店を有する法人が次のような利子割を課税されたときにおいて、投資信託について銘柄別簡便法を
選択した場合
ア　預金の利子

イ　投資信託の収益の分配
　①　期中に特別徴収された利子割額の内容

ウ　ア、イの控除対象利子割額の合計金額

②　利子割額に係る利子等の元本の状況

③　銘柄別簡便法による計算
　　　「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・
充当・還付を受ける利子割額の計算」によります。
　都道府県別内訳は、銘柄ごとの控除対象利子割額を当該法人が課された利子割額の総額に対する各都道府
県において課された利子割額の割合により各都道府県にあん分した額とします。

×　　　　＝50,040円 41,700円 ………青森県50,000
60,000

×　　　　＝50,040円 8,340円 ………北海道10,000
60,000

※　控除・充当・還付を受ける利子割額については、各都道府県（当該額が最も多い都道府県を除く。）の
当該額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額につき四捨五入した額を当該額とし、これらの都道
府県の当該額の合計額と「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額③」欄の金額との差額に相当する金額を当該額が最も多い都道府県の金額とします。

２　利子割額の充当・還付

㉚控除することができなかった金額

㉛既に還付を請求した利子割額

32既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

⑴　利子割額の充当
　　法人税割額の計算上控除することができなかった利子割額（以下「利子割額の控除不足額」といいます。）につ
いて、均等割に充当を希望する場合には、「利子割還付額の均等割への充当」欄の「希望する」に、充当を希望し
ない場合には、「希望しない」にそれぞれチェックします。

　　なお、法人の未納に係る地方団体の徴収金がある場合には、「希望しない」にチェックしても、当該徴収金に充
当されます。

⑵　利子割額の還付
　　⑴の利子割額の充当をしてもなお充当することができなかった利子割額の控除不足額がある場合には、法人に対
して還付されます。

　　還付を受けようとする法人は、利子割額の控除不足額に係る申告書の提出と同時に、必要事項を記載した請求書
に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、地域県民局長に提出する必要があります。

　　なお、必要事項を記載した請求書については、「還付請求」欄（６ページ）を使用することによって、当該請求
書に代えることができます。

　　利子割額の控除不足額が、下の記載例のＢのように、控除されるべき額（㉘）が、控除前の法人税割額（⑧－⑨
－⑩）より多い場合に記載します。

　　この申告が修正申告である場合に、先の申告書の㉚に記載した還付請求利子割額を記載します。なお、この修正
申告が更正後初めて提出するものであるときには、当該更正において法人税割額から控除することができなかった
利子割額に相当する金額を記載します。また、この金額のうち、まだ還付を受けていないものがある場合であって
も、この金額を記載します。

　　この申告が修正申告である場合において、㉛の金額が㉚の金額を上回るときに、㉛－㉚の金額を記載します。（こ
の金額は⑮の欄に記載される金額です。）

－８－ － 9－

25

52,472,737

52,472,737

52,472,737

156,234

500,000

1,500,000

300,120

54,929,091

54,929,091

54,929,091

54,929,091



第６号様式
摘　         　　要 課　税　標　準 税　   　　　　額

税　   　　　　額摘　　　         　　要 課　税　標　準

税率（ 　）100

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

兆　　 十億　　百万　　　千　　　円

　 　 　 　

兆　　 十億　　 百万　　　千　　　円

100

100

100

100

100

　
　
　所

　
　
　得

割

　所　得
　金
　額
　の

　
の

計
算

内
訳

割
値
価
加
付

資
本
割
収
入
割

所 得 金 額 総 額
（ － ）又は別表５32
年　　     万円以下の
金額
年　　   万円を超え年
　　　万円以下の金額
年　　  万円を超える
金額

計　　　  34＋35＋36　

軽減税率不適用法人
の金額

付 加 価 値 額 総 額

付　加　価　値　額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 　 入 　 金 　 額

合計事業税額

合計地方法人特別税額（　　　）

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

48

50

52

54

45

47

49

51

53

55

00000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

37＋40＋42＋44又は38＋40＋42＋44

）
税
別
特
人
法
方
地
（

仮装経理に基づく
事業税額の控除額
租税条約の実施に係る
事業税額の控除額
49

訳
内
の

　

訳
内
の

所　得　割

資　本　割

49のうち見込納付額

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

税率

既に納付の確定した
当期分の事業税額
この申告により納付すべき
事業税額（45－46－47－48）

付 加 価 値 割

収 　 入 　割
差　　引

差　　引

仮 装 経 理 に 基 づ く
地方法人特別税額の控除額
租税条約の実施に係る
地方法人特別税額の控除額

　のうち見込納付額

決算確定の日

解  散  の  日

既 に 納 付 の 確 定 し た
当期分の地方法人特別税額
この申告により納付すべき
地方法人特別税額

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（34））又は個別所得
金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（43））

法人税の所得金額（法人税の明細書（別表４）の（48））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（56））

　加

算

　減

算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及
び復興特別所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

この申告が中間申告
の場合の計算期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

青色・その他法人税の申告書の種類
円

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

法第15条の4の徴収猶予を
受けようとする税額

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

残余財産の最後の
分配又は引渡しの日

国外関連者の有無 有･無

有・無 有・無法人税

要･否

事業税

翌期の中間申告の要否

申告期限の延長の処分
（承　認）の　有　無

仮計 　＋　＋　－　－　○端数処理（税額）

　　　　　　　地方税法施行規則第６号様式
　　　　　　　別表６の⑥を記載します。
生命保険　──　〃　別表７の⑤ 〃
損害保険　──　〃　別表８の⑦ 〃
少額短期保険─　〃　別表８の⑲ 〃

電気・ガス──

○端数処理（課税標準）

○56（57）所得割（収入割）に係る地方法人特別税額　

区　　　　　　　　　分
総　　　　　額

①

円

事 業 年 度

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

法人税の申告書
別表４　所得の金額の計算に関する明細書

　

　
　加

算

２

４

３

５

25
26

27

28

29

31

32

33

34

35

37

38

39

41

42

43

44

46

47

48

１

△

△ △

△

△

△

△

△ △

△

小　　　　計

仮　　　　　　　　計
（1）＋（13）－（25）

寄　附　金　の　損　金　不　算　入　額
（別表十四（二）「24」又は「40」）

（別表十（一）「9」又は「12」）

（別表六（一）「６の③」＋復興特別法人税申告書別表二「６の③」

沖縄の認定法人の所得の特別控除額

法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額

税額控除の対象となる外国法人税の額等
（別表六（二の二）「10」－別表十七（二の二）「39の計」）
組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額

国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

30（別表十（三）「７」又は「９」）

（別表十（二）「７」又は「９」）
認定研究開発事業法人等の所得の金額の損金算入額又は益金算入額

（別表九（二）「10」）

合　　　　　　　　計
（ ＋ ＋ ± ± ＋ ＋ ＋ ± ）

36

対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得の金額の損金算入額又は益金算入額
　　　　　　　（別表十（五）「19」、「20」又は「22」）

総　　　　　　　　計
（39）＋（40）

契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額
（別表九（一）「13」）

40

（別表十二（十四）「12」

（別表十二（十）「15」

）
再投資等準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十三）「10」）
農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額

（別表十二（十三）「43の計」）
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額

（別表十（四）「40」）
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額

特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額
（別表十（八）「13」若しくは「33」又は別表十（九）「16」若しくは「33」）
非適格合併又は残余財産の全部分配等による
移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額

差　　　引　　　計
（（35）から（38）までの計）

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算入額

（別表七（一）「4の計」＋（別表七 別表七（二）「11」 （三）「10」若しくは「23」又は ）

45

△

△

△

△

△残余財産の確定の日の属する事業年度に係る
事業税の損金算入額

所　得　金　額　又　は　欠　損　金　額

第６号様式別表５
所得金額に関する計算書

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

兆　　十億　　百万　　　千　　　円

所　得　金　額　の　計　算

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
所得税額
損金の額又は個別帰属損金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した
海外投資等損失準備金勘定からの戻入額

繰越欠損金額等又は災害損失金額の
当期控除額
債務免除等があった場合の欠損金額
等の当期控除額

非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡損失額

特定目的会社又は投資法人の支払配当
の損金算入額
特定目的信託及び特定投資信託に係る
利益又は収益の分配の額の損金算入額

外国の事業に帰属する所得以外の所得
に対して課された外国法人税の額
外国の事業に帰属する所得に対して課
された外国法人税の額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した
外国法人税の額
非適格の合併等又は残余財産の全部分
配等による移転資産等の譲渡利益額

小　　　　　計

小　　　　　計

小　　　　　計

所得金額（法人税の明細書（別表４）の（35））又は個別
所得金額（法人税の明細書（別表４の２付表）の（44））　

　
　
　
　
　加

算

　
　
　
　
　減

算

得
所
等
税
課
非

仮　　　　　計　　　　①＋⑥－⑬

再　　仮　　計　　　　　　⑭－⑮

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得

所得金額差引計

　　　　　

⑯－㉑

所得金額再差引計　　　㉒－㉓－㉔

林　業　に　係　る　所　得

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得

社会保険等に係る医療の所得

農事組合法人の農業に係る所得

○　 法人事業税・地方法人特別税の税率　 …11 ページ参照

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定への繰入額

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘
　定からの戻入額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等
があった場合の欠損金額等の当期控除額

６ページ参照

５２,４７２,７３７

５２,４７２,７３７
１５６,２３４

５００,０００

３００,１２０
１,５００,０００

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

５４,９２９,０９１

損 金 経 理 を し た 法 人 税 及 び
復興特別法人税（附帯税を除く。）

損金経理をした道府県民税利子割額

　 　 　 　 納 税 充 当 金

損 金 経 理 を し た 道 府 県 民 税
（利子割額を除く。）及び市町村民税

■法人事業税・地方法人特別税

○申告書記載の順序
１　所得金額に対して課税される法人

⑴　下記⑵及び⑶以外の法人
　所得金額の計算（ ～ ）をして、所得金
額差引計（ － ）を算出し、それを33の欄
に転記して、事業税額及び地方法人特別税額
を計算してください。

 「所得金額に関する計算書」（地方税法施行規
則第６号様式別表５）により、算定した合計欄
32を33の欄に転記して、事業税額及び地方法
人特別税額を計算してください。

　医療第１表又は第２表により課税所得金額
を算出し、それを33の欄に転記して、事業税額
及び地方法人特別税額を計算してください。

　ガス供給業（導管によるガス供給に限る）、
電気供給業及び保険業を行う法人について
は、これらの事業に係る収入金額に対して事
業税及び地方法人特別税が課税されます。
　なお、43の欄については、次の金額を記載
してください。

　事実を仮装した経理に基づいて法人事業税を過大に申告した場
合において、減額の更正を受けたときは、その減額される事業税
額は還付や充当の手続きによらず、更正後５年間の各事業税額
から順次繰り越して控除するものとされています。

　この申告が確定申告であるときは中間申告している税額、この
申告が修正申告であるときはこの申告の前の申告書の45－46の額
（更正又は決定を受けていたときは、その更正又は決定に伴う事
業税額）を記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の35の欄の金額、連結申告法人にあ
っては法人税の明細書（別表４の２付表）の44の欄の金額を記載
します。
　ただし、連結申告法人について、法人税の明細書（別表４の２
付表）の９の欄に記載された金額がある場合には、その金額を44
の欄の金額に加算した金額を記載してください。

　法人税では、利子所得等に対して課された所得税額は、法人の
各事業年度の所得金額の計算上損金（経費）として経理するか、
法人税額から控除するかのどちらかを選択できることとされてい
ますが、事業税の場合、損金経理も税額控除もどちらもできませ
ん。したがって、法人税で税額控除する場合には、法人税の所得
金額計算上、所得税額は損金に算入されませんので、法人税の所
得金額と事業税の所得金額は同じになりますが、法人税で損金経
理しているときは、その額を法人税の所得金額に加算したものが
事業税の所得金額になります。

　法人税の明細書（別表12⑴）の９の欄の金額又は14の欄の金額
のいずれか低い金額（法の施行地外において行う資源開発事業等
に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を記載して
ください。

　法人税の明細書（別表12⑴）の「益金算入額の計算」の欄の29
及び30の計欄の金額の合計額（法の施行地外において行う資源開
発事業等に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。）を
記載してください。

　法人税の明細書（別表４）の48の欄又は法人税の明細書（別表
４の２付表）の56の欄の金額を記載してください。

　外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法
人税の額について法人税法第69条又は第81条の15に規定する外国
税額の控除の適用を受ける金額を有する法人が外国の事業に帰属
する所得以外の所得に対して課された外国法人税額のうち、連結
申告法人以外の法人にあっては法人税の明細書（別表４）の32の
欄の金額を、連結申告法人にあっては法人税の明細書（別表４の
２付表）の41の欄の金額を記載してください。

～ の各欄については、申告書記載の順序の１⑴に該当する法人
が記載します。

　34～38、 40、 42、 44の各欄の課税標準の額に
ついて各欄ごとに次により端数を処理してく
ださい。
・その金額の全額が1,000円未満のときは、
その全額を切り捨てます。
・その金額が1,000円を超える場合に、1,000円
に満たない端数があるときは、その
1,000円に満たない端数を切り捨てます。

⑴　34～38、 40、 42、 44、 、 の各欄の税額
について各欄ごとに次により端数を処理し
てください。

　・その金額の全額が100円未満のときは、
その全額を切り捨てます。

　・その金額が100円を超える場合に、100円
に満たない端数があるときは、その100
円に満たない端数を切り捨てます。

 「課税標準」欄には、37（又は44）の「税額」欄の金額を記
載してください。

⑵　45、 49の各欄の金額の全額が100円に満
たないときは、その全額を切り捨ててくだ
さい。

　　なお、記載すべき金額が赤字額となると
きは、その金額の直前の単位（けた）に△
印を付してください。

⑵　事業税が非課税とされる事業とその他の
事業を併せて行う法人、法人税が非課税と
される法人、法人税法第62条第２項の規定
の適用を受ける法人並びに租税特別措置法
第61条、同法第67条の14第１項及び同法第
67条の15第１項の規定の適用を受ける法人

２　収入金額に対して課税される法人

⑶　医療法人及び医療事業を行う農業協同組
　合連合会

　
　事
（

　
　業

）
税

　46仮装経理に基づく事業税額の控除額

47既に納付の確定した当期分の事業税額

所得金額又は個別所得金額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人
　税額

法人税の所得金額又は個別所得金額

－４－ － 5－

×　　　＝5
100

ア～ウの各金額等を地方税法施行規則第６号様式、第９号の
２様式及び第９号の３様式の各欄に記載します。
　なお、利子割額は、収入金額の５％以下の金額になります。

利子等の計算期間 特別徴収された利子割額

利子等の計算期間元本の種類

末期の間期算計首期の間期算計分　区類種の本元 期 中 売 却期 中 取 得

投資信託

投資信託 青森県
北海道

1,000口 （24.4.10）4,000口
（24.9.28）2,000口3,000口

5,000口
1,000口

支払額 1,200,000円 60,000円
青森県　50,000円
北海道　10,000円

特別徴収された利子割額

円000,03　　県森青行銀А 24.4.1～25.3.31
円000,02　　道海北行銀В

　　　　　50,000円計
24.4.1～25.3.31

24.4.1～25.3.31 ｛

アの金額
北 海 道
青 森 県
計

20,000円
30,000円
50,000円

8,340円
41,700円
50,040円

28,340円
71,700円
100,040円

イの金額 計

第９号の２様式
利子割額の控除・充当・還付に関する明細書

第９号の３様式
利子割額の都道府県別明細書

区　　　　　　　　分

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

1,200,000

1,200,000

2,200,000

50,0001,000,000１

60,000

60,000 6,000 4,000 1,000 0. 834
50,000
10,000

50,040
41,700
8,340

110,000

50,000

50,040

100,040

２

３

４

５

公　　　社　　　債　　　の　　　利　　　子

そ　　　　　　　　　の　　　　　　　　　他

計

投　資　信　託　の　収　益　の　分　配

収　入　金　額 ①について課された
利子割額

②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額 ③②①

円円円

公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・充当・還付を
受ける利子割額の計算

法
別
個 銘　　　　　柄 収　入　金　額 ④について課さ

れた利子割額

銘　　　　　柄

投　資　信　託
青　　森　　県
北　　海　　道

収　入　金　額 ⑩について課さ
れた利子割額

公社債利子等の
計算基礎期間

⑥のうち元本
所有期間

所有期間割合
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑦
⑥

控除・充当・還付を
受ける利子割
⑤×

円

円円円

月月円

　
　銘

柄

公社債利子等
の計算期末の
所有元本数等

公社債利子等
の計算期首の
所有元本数等

⑫ － ⑬
２又は12
マイナスの
場合は０（　　　）

所有元本割合 ⑬＋⑭
⑫

小数点以下３
位未満切上げ（　　　）

小数点以下３位
未満切上げ、１
を越える場合は
１とする。（　　　）

控除・充当・還付を
受ける利子割額

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯⑪×⑮

別
内
訳県

府
道
都

都道府県名

北　海　道

青　　　森

03

04

44

45

46

47

01

02○

岩　　　手

宮　　　城

大　　　分

宮　　　崎

鹿　児　島

沖　　　縄

合　　　計 48

控除・充当・還付を受ける利子割額
事務
所の
有無

都　道
府　県
コード

十億　　　     百万　　　        千　　　       円

２８３４０

７１７００

１０００４０

第６号様式

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利　　子　　割　　額
（控除されるべき額）
控 除 し た 金 額
（⑧－⑨－⑩と㉘のうち
　　　　　　少ない額）

控除することができ
なかった金額　　㉘－㉙
既に還付を請求した
利子割額
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

㉛－㉚（⑮）

利子割還付額の均等割への充当 □希望する □希望しない

㉘

㉙

㉚

㉛

32

利子割額の控除・充当・還付に関する明細書５欄③の金額
（８ページ）

⑪欄へ（２ページ）

利子割額の控除額・還付額についての記載例

区　　　　　　　　分

法　　人　　税　　割　　額
利　　　子　　　割　　　額

中 間 申 告
（仮決算による）

Аの確定申告 Вの修正申告 Аの確定申告 Dの修正申告
А В Ｃ Ｄ Ｅ

3．2
100法 人 税 割 額（ ⑥ 又 は ⑦ × ）

利子割額の控除額（控除した金額㉙）
差引法人税割額　　　⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期分の法人税割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫－⑬－⑭＋⑮

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

⑧
⑪
⑫
⑬
⑮
⑯

算
計
る
す
関
に
額
割
子
利 利子割額（控除されるべき額）

控除した金額（⑧－⑨－⑩と㉘のうち少ない額）
控除することができなかった金額　㉘－㉙
既に還付を請求した利子割額
既還付請求利子割額が過大である場合の納付額　㉛－㉚（⑮）

請
求

還
付 利　　　　子　　　　割　　　　額

中　　　間　　　納　　　付　　　額

32
㉛
㉚
㉙
㉘

　⑶　計算例
　青森県内に本店を有する法人が次のような利子割を課税されたときにおいて、投資信託について銘柄別簡便法を
選択した場合
ア　預金の利子

イ　投資信託の収益の分配
　①　期中に特別徴収された利子割額の内容

ウ　ア、イの控除対象利子割額の合計金額

②　利子割額に係る利子等の元本の状況

③　銘柄別簡便法による計算
　　　「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「公社債の利子又は投資信託の収益の分配に係る控除・
充当・還付を受ける利子割額の計算」によります。
　都道府県別内訳は、銘柄ごとの控除対象利子割額を当該法人が課された利子割額の総額に対する各都道府
県において課された利子割額の割合により各都道府県にあん分した額とします。

×　　　　＝50,040円 41,700円 ………青森県50,000
60,000

×　　　　＝50,040円 8,340円 ………北海道10,000
60,000

※　控除・充当・還付を受ける利子割額については、各都道府県（当該額が最も多い都道府県を除く。）の
当該額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額につき四捨五入した額を当該額とし、これらの都道
府県の当該額の合計額と「利子割額の控除・充当・還付に関する明細書」の「②のうち控除・充当・還付
を受ける利子割額③」欄の金額との差額に相当する金額を当該額が最も多い都道府県の金額とします。

２　利子割額の充当・還付

㉚控除することができなかった金額

㉛既に還付を請求した利子割額

32既還付請求利子割額が過大である場合の納付額

⑴　利子割額の充当
　　法人税割額の計算上控除することができなかった利子割額（以下「利子割額の控除不足額」といいます。）につ
いて、均等割に充当を希望する場合には、「利子割還付額の均等割への充当」欄の「希望する」に、充当を希望し
ない場合には、「希望しない」にそれぞれチェックします。

　　なお、法人の未納に係る地方団体の徴収金がある場合には、「希望しない」にチェックしても、当該徴収金に充
当されます。

⑵　利子割額の還付
　　⑴の利子割額の充当をしてもなお充当することができなかった利子割額の控除不足額がある場合には、法人に対
して還付されます。

　　還付を受けようとする法人は、利子割額の控除不足額に係る申告書の提出と同時に、必要事項を記載した請求書
に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、地域県民局長に提出する必要があります。

　　なお、必要事項を記載した請求書については、「還付請求」欄（６ページ）を使用することによって、当該請求
書に代えることができます。

　　利子割額の控除不足額が、下の記載例のＢのように、控除されるべき額（㉘）が、控除前の法人税割額（⑧－⑨
－⑩）より多い場合に記載します。

　　この申告が修正申告である場合に、先の申告書の㉚に記載した還付請求利子割額を記載します。なお、この修正
申告が更正後初めて提出するものであるときには、当該更正において法人税割額から控除することができなかった
利子割額に相当する金額を記載します。また、この金額のうち、まだ還付を受けていないものがある場合であって
も、この金額を記載します。

　　この申告が修正申告である場合において、㉛の金額が㉚の金額を上回るときに、㉛－㉚の金額を記載します。（こ
の金額は⑮の欄に記載される金額です。）

－ 8－ －９－
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63

49－54　　

56＋57　 　

65＋66＋67－68－69　
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64
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Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。

5 4 9 2 9 0 9 1

4 0 0 0

4 0 0 0

4 6 9 2 9

1 3 6 0

2 0 4 0

3 1 4 4 2

3 4 8 4 2

3 4 8 4 2

2 9 0 2

3 1 9 4 0

3 1 9 4 0 0 0

5 4 9 2 9

3 1 9 4 0

3 4 8 4 2 1 5 0 5 1

1 5 0 5 1

2 3 7 4

1 2 6 7 7

1 2 6 7 7 0 0

5 4 9 2 9 0 9 1

5 4 9 2 9 0 9 1

5 4 9 2 9 0 9 1

43.2

3.4

5.1

6.7

4 0 0

4 0 0
8 0 0
8 0 0

1 0 0 0 4 0

1 0 0 0 4 0

Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。

25,000

28,000

25,000

28,000

25,000

3,000

25,000

50,000

54,560

50,000

54,560

50,000

4,560

4,560

50,000

56,050

54,560

56,050

54,560

54,560

4,560

4,560

54,560

50,000

30,150

50,000

30,150

30,150

30,150

75,000

30,150

75,000

30,150

30,150

30,150

1,4 19,8

19,8

44,8

19,8

4,5

5,9 25,0
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　人

　
　
　県

　
　
　民

税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

均 等 割

法人税割

率　　　　　　　　　　　　税額　　　の　　　等　　　金　　　本　　　資

税　　　　　　　　　　　　率

年額
年額
年額
年額
年額

１千万円以下（又は地方税法第52条第１項の表の第１号に該当する法人）
１ 千 万 円 超 　 ～ １ 億 円 以 下
１ 億 円 超 １ ０ 億 円 以 下～

１ ０ 億 円 超 ５ ０ 億 円 以 下～
５ ０ 億 円 超 ～

区　　　　　　　　　　　　　　　　分

標　　　　準　　　　税　　　　率

超　過　税　率 Ｈ３．４．１から28．３．31までに
終 了 す る 各 事 業 年 度

２０，０００円
５０，０００円

１３０，０００円
５４０，０００円
８００，０００円

5

5．8
1 0 0

1 0 0

1 4 8
1 0 0

8 1
1 0 0

8 1
1 0 0

0 ．7
1 0 0

0 ．2
1 0 0
1 ．5
1 0 0
2 ．2
1 0 0
2 ．9
1 0 0

3 ．6
1 0 0

4 ．0
1 0 0
5 ．3
1 0 0

2 ．7
1 0 0

2 ．7
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

1 ．3
1 0 0

0 ．2
1 0 0
3 ．8
1 0 0
5 ．5
1 0 0
7 ．2
1 0 0

6 ．6
1 0 0

7 ．3
1 0 0
9 ．6
1 0 0

5 ．0
1 0 0

5 ．0
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

《摘要》
１「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の
　額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額）をいいます。
　　その判定時期は、次のとおりです。
　　　・確定申告のとき……………………当期末現在
　　　・仮決算に基づく中間申告のとき …当期開始日から６ヵ月目の日現在
　　　・予定申告のとき……………………前期末現在
２　超過税率は、次の⑴～⑶のいずれかの法人について適用されます。
　⑴　課税標準となる法人税額が、次の額を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づくものに限る。）の場合については、そ
　　の法人税の中間申告書に記載すべき課税標準となるべき法人税額によります（この場合の月数は、６ヵ月とする。）。

　⑵　事業年度終了の日（期末）現在の「資本金の額又は出資金の額」が１億円を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づ
　　くものに限る。）の場合については、当期の事業年度開始の日から６ヵ月目の日の現況により判定します。
　⑶　清算中の法人等

1,000万円×当該事業年度の月数※
12

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数月も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なることに
　注意してください。）。
　（例）24.5.10～25.3.31…11ヵ月

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なる
　ことに注意してください。）。
 （例）24.5.10～25.3.31…11ヵ月

法人区分 所　　　得　　　等　　　の　　　区　　　分

税　　　　率

収入金課税
される法人

外形標準課税
の対象法人

上記以外の
法　　　人

特別法人

付加価値額

収入金額

資本金等の額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円を超える金額

※「特別法人」とは、各種協同組合、森林組合、信用金庫、農事組合法人、医療法人など（地方税法第72条の24の７第５項の法人）です。
※上記の所得区分は、事業年度の期間の月数が12ヵ月（１年）の場合であり、事業年度の期間の月数が12ヵ月に満たないときは、

。

400万円×事業年度の月数※
12 の額により区分します。

例…月数10ヵ月、所得金額の総額が10,312,230円の場合

100 …… 400万円×10
12 ＝3,333,333

100
4．0

2．7

…… 800万円×10
12 －3,333,333＝3,333,333

100
5．3 …… 10,312,230－（3,333,333＋3,333,333）＝3,645,564

に区分し、それぞれ端数処理して税率を乗じます。

法人事業税 地方法人特別税 法人事業税

平成20年10月１日以後
に開始する事業年度分

平成20年９月
30日以前に開始
する事業年度分

◎法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の税率（平成24. 10現在）

◎法人の異動変更届について
　　法人の商号変更、主たる事務所の所在地の変更、事業年度の変更、資本金の額の変更、代表者の変更等がある場合は、定
款の写し、及び登記事項証明書（履歴事項全部（一部）証明書）又は登記簿謄本（抄本）の写しを添付して届け出てください。
◎連結納税の承認を受けた法人について
　　法人税において連結納税の承認を受けた法人については、地域県民局県税部へお問い合わせください。
　　なお、連結納税の承認を受けた法人にあっては、この手引き中「事業年度」とあるのは、「連結事業年度」と読み替えて
ください。
◎決算書類の添付について
　　確定申告書又は仮決算に基づく中間申告書の提出の際には、決算書類（貸借対照表及び損益計算書等）を添付くださるよ
うお願いします。
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①

　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

月

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額
国際戦略総合特別区域及び雇用者の数
の増加に係る法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額
課税標準となる法人税額又は個
別帰属法人税額

①＋②＋③－④＋⑤
２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

法　人　税　割　額
（⑥又は⑦×       ）100

外国の法人税等の額の
控除額
仮装経理に基づく法人
税割額の控除額
利 子 割 額 の 控 除 額
（ 控 除 し た 金 額 ㉙ ）
差 引 法 人 税 割 額

⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当
期分の法人税割額
租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額
既還付請求利子割額が過大
である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき
法人税割額⑫－⑬－⑭＋⑮

均
等
割
額

算定期間中において事務
所等を有していた月数

円× 12
⑰

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付すべ
き均等割額 ⑱－⑲

この申告により納付すべき道
府県民税額 ⑯＋⑳

㉑のうち見込納付額

差　　引 ㉑－㉒

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

000

000

00

00

00

00

十億　　　         百万　　　             千　　               円所得金額又は欠損金額
（別表四「４８の①」）

法　　人　　税　　額
（54）又は（55）

法人税額の特別控除額

差　引　法　人　税　額
（２） － （３）

利 

益 

金渡
譲
地
土

　留
　保
金

課税土地譲渡利益金額

同上に対する税額

同上に対する税額

課 税 留 保 金 額
（21）＋（22）＋（23）

（４）＋（５）＋（７）＋（９）

（10）－（11）－（12）

（別表三（一）「３９」）

（別表三（一）「４７」）

  （別表三（二）「2 4」＋別表三
（二の二）「25」＋別表三（三）「20」）

法 　 人 　 税 　 額 　 計

仮装経理に基づく過大申告
の更正に伴う控除法人税額
控　　除　　税　　額
（（（10）－（11））と（18）のうち少ない金額）

差引所得に対する法人税額

中間申告分の法人税額
差引確定
法人税額
（13）－（14）

中間申告の場合はその
税額とし、マイナスの
場合は、（25）へ記入（ ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

次の金額を記載してください。

法人税の申告書
別表１⑴を提出する法人－同表10の欄の金額
別表１⑵　　　〃　　　－同表８の欄の金額
別表１⑶　　　〃　　　－同表８の欄の金額

　「法人税額計」の欄の上段に、使途秘匿金の支
出の額の40％相当額が外書きとして記載されて
いる場合は、相当額を加算した合計額を記載して
ください。
　
（　）には、使途秘匿金の支出の額の40％相当額、
連結納税の承認を取り消された場合等における既
に控除された法人税額の特別控除額の加算額及び
土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記
載してください。

法人税の申告書
別表１⑴を提出－同表10の欄の上段に外書き
する法人　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額
別表１⑵　〃　－同表８の欄の上段に外書き
　　　　　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額
別表１⑶　〃　－同表８の欄の上段に外書き
　　　　　　　　として記載された金額、５
　　　　　　　　の欄の金額及び７の欄の金
　　　　　　　　額の合計額

　　

３４１８００

１０００４０

７ ９ ５ ８ ７６
5.8

１ ３ ７ ２ ２ １ ９ ５

１ ３ ７ ２ ２

６９５８

４８５８

５１０８

５１０８００

１２

２ １ ０ ０

５ ０ ０５０,０００

２ ５ ０

２ ５ ０

連結納税の承認を取り消された
場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

■法人県民税

○申告書記載の順序

１　法人税割額

○課税標準額⑥の端数処理について

⑴　①の欄に、法人税額を記載します。（記載する金額は右ペ
ージ参照）
⑵　②から⑤までの各種加算・控除（詳しくは下欄又は右ペー
ジ参照）を行い、課税標準額⑥（①＋②＋③－④＋⑤）を算
出します。

⑴　算定期間中に事務所等を有していた月数⑰を求めます（数
え方は右ページ参照）。

⑵　均等割の税率（11ページ参照）に⑰／12を乗じて、均等
割額⑱を算出します。

⑶　⑱から既に納付の確定した当期分の均等割額⑲（詳しくは
下欄を参照）を減算して、今回の申告により納付すべき均等
割額⑳を算出します。

　欠損（赤字）を生じた事業年度につき法人税の繰戻還付を受
けた場合、その還付法人税額を、欠損を生じた事業年度の翌事
業年度以降９年間繰り越して控除できます（地方税には繰戻還
付制度がないためにとられている措置です。）ので、この繰戻
還付法人税額などの繰越控除の額を記載します。
　なお、この場合には「控除対象還付法人税額又は控除対象個
別帰属還付税額の控除明細書」（地方税法施行規則第６号様式
別表２の３）を申告書に添付し、同明細書の④の計欄の金額を
記載してください。

　外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から
控除する場合に記載します。
　なお、この場合には、「外国の法人税等の額の控除に関する
明細書」（地方税法施行規則第７号の２様式別表３又は３の２）を
申告書に添付し、同様式（その１）の⑫又は同様式（その２）
の⑬の欄の金額を記載してください。

　この申告が確定申告のときは中間申告し
ている法人税割額（又は均等割額）、この
申告が修正申告のときはこの申告の前の申
告書の⑫（又は⑱）の欄に記載した法人税
割額（更正又は決定を受けていたときは、
その更正又は決定された法人税割額（又は
均等割額））を記載してください。

　この申告により納付すべき道府県民税の
額に⑯又は⑳で△（マイナス）を付してい
るときは、その△を付したものを０として
この欄の金額（⑯＋⑳）を計算します。

　事実を仮装した経理に基づき法人税を過大に申告したことに
よって、法人税の更正を受けた場合、その法人税の更正に基づ
く法人県民税の更正により減少する法人税割額は、還付や充当
の手続きによらず、県民税の更正後５年間の各事業年度の法人
税割額から順次繰り越して控除するものとされています。

⑶　⑥に法人税割の税率（11ページ参照）を乗じて、法人税
割額⑧を算出します（ここでは端数処理はしません）。
⑷　利子割額の控除額等⑨から⑪の控除（⑨、⑩については
下欄、⑪については７～９ページ参照）を行い、法人税割額
の確定税額⑫を算出します。

⑸　既納付額等⑬から⑮までの各種加算・控除（詳しくは下欄
又は右ページ参照）を行い、今回の申告により納付すべき法
人税割額⑯（⑫－⑬－⑭＋⑮）を算出します。

２　均等割額

○各欄に記載する金額等

④還付法人税額等の控除額

⑬（ ⑲）
額（均等割額）

　この申告により納付すべき道府県民税額

第６号様式

⑥の額が、1,000円に満たないときは、その全額を切
り捨ててください。
⑥の額が、1,000円を超える場合に、1,000円に満たな
い端数があるときは、その 1,000円に満たない端数を
切り捨ててください。

・

・

⑨外国の法人税等の額の控除額
既に納付の確定した当期分の法人税割

⑩仮装経理に基づく法人税割額の控除額

　暦に従って数えますが、次に注意してください。
⑰均等割の月数の数え方

　…７～９ページ
　　　　　　　　　　　　     参照

⑪　
⑮　

税額の端数処理

①法人税法の規定によって計算した法人税額 法人税の申告書
別表１ ⑴

③国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場
　合等の法人税額の特別控除額

法人税の申告書

別表６⒃　　　〃　　　－同表25の欄の金額       
別表６⒂を提出する法人－同表25の欄の金額       

別表６⒄　　　〃　　　－同表15の欄の金額
別表６⒅　　　〃　　　－同表16の欄の金額
別表６⒇　　　〃　　　－同表13の欄の金額
別表６21　　　〃　　　－同表21の欄の金額

次の金額を記載してください。

利子割額の控除額（控除した金額）
既還付請求利子割額が過大であ
る場合の納付額

この各欄の金額が、100円に満たないときは、その全額を切り捨ててください。
この各欄の金額が、100円を超える場合に、100円に満たない端数があるときは、その100円に満たない端数を切り捨
ててください。
なお記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位（けた）に△印を付してください。

・
・

 ・事務所等又は寮等を有していた期間全体が１月に満たないとき……１月にします。（例 27. 3. 10～27. 3. 31……１ヵ月）
 ・事務所等又は寮等を有していた期間全体が１月を超える場合に、１月に満たない端数があるとき……端数を切り
　捨てます。（例 26. 5. 10～27. 3. 31……10ヵ月）

－ 2－ －３－

平成         年        月       日から平成        年       月       日までの
事業年度分又は
連結事業年度分の の予定申告書

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

※

事　　　　　　　業　　　　　　　税 道　　府　　県　　民　　税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（38の金額）

所　　得　　割　　額

付 加 価 値 割 額

資　　本　　割　　額

収　　入　　割　　額

税
別
特
人
法
方
地

前 事 業 年 度 の 地 方 法 人 特 別 税 額（48）

地方法人特別税額

予 定 申 告 税 額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

摘　　  要 課　税　標　準 税率
100（    ）

税率
100（    ）

税　　　　　額

割
得
所

割
本
資

割
入
収

割
値
価
加
付

所得金額総額

所　得　金　額

収　入　金　額

付加価値額総額

収入金額総額

資本金等の額

資本金等の額総額

付 加 価 値 額

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

32

33

34

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

（                    ）
（                    ）
（                    ）
（                    ）

（                    ）
（⑱＋⑲＋⑳＋㉑＋㉓）

39×

40×

41×

42×

㉒×

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

㉔－㉕

円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

38

訳
内
の

45

訳
内
の

所 得 割

資 本 割

35

36

37

38

40

42

付加価値割

収 入 割

39

41

摘　　　要 課　税　標　準 税　　　　　額

0 0

0 0

43

44

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

45

46

47

48

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

（⑯の金額）

予 定 申 告 税 額
①× ６

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

（                ）
この申告が修正申告である
場合は既に納付の確定した
当期分の法人税割額

この申告により納付すべき
法人税割額

②－③

　均

　等

　割

額

算定期間中において
事務所等を有してい

円

月

×⑤12

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細
（特別控除取戻税額等又は個別帰属特
別控除取戻税額等）法人税法の規定に
よって計算した法人税額又は法人税法
の規定によって計算した連結法人税額
に係る個別帰属額

法　人　税　割　額
外国の法人税等の額の控
除額
仮装経理に基づく法人税
割額の控除額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

利子割額の控除額

納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬

⑭のうち特別控除取戻税額等又は
個別帰属特別控除取戻税額等に係
る法人税割額
差 引 法 人 税 割 額

⑭－⑮
法第15条の４の徴収猶予を
受けようとする税額

こ の 申 告 の 期 間

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の期間

平成      年      月      日から
平成      年      月      日まで

平成      年     月      日から
平成      年     月      日まで

事 業 種 目

）（

経理責任者
自 署 押 印

）
税
別
特
人
法
方
地
（

（　　　　　　　　　　　　）

00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00

式
様
号
７
第

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

食料品小売業食料品小売業

三　浦　　徹三　浦　　徹 浦
三

49

予定申告書 第７号様式

○前期末現在の資本金等の額

○この申告書は、前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び地方法人特別税額を基礎にして中間申告す
　る場合に使用します。

※　申告書上欄の事項の記
　載については、確定申告
　書の場合（１ページ）と
　同様です。

　前事業年度の末日現在における数値を
記載してください。なお、「前期末現在
の資本金の額又は出資金の額」欄の（　）
内には当期の事業年度開始の日から６月
目の日現在の数値を記載してください。

○①前事業年度又は前
連結事業年度の法人
税割額
⑰前事業年度の事業
税額
㉒前事業年度の地方
法人特別税額

※１、 ※２、 ※３、（②、 ⑱、 ⑲、 ⑳、 ㉑、 ㉓）の税額計算
②については、前事業年度の法人税割額に「６を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」になります。
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、前事業年度の事業税額又は地方法人特別税額を「前事業年度の月数で除して得た金額
の６倍の額」になります。

（ 26. 2. 10～26. 9. 30…８ヵ月）

○⑤月数の数え方
　確定申告書（３ペー
ジ⑰）と同じです。

○端数計算
　②、④、⑥、⑱～㉓、
㉖の金額の100円未満
の端数は切り捨ててく
ださい。

※２

※３

※１

－ 10 －

⑫、⑮、⑯、⑱、⑳、㉑

（別表六（六）「24」＋別表六（七）「13」＋別表六（八）「22」＋
別表六（十）「23」＋別表六（十一）「23」＋別表六（十二）「30」＋
別表六（十三）「24」＋別表六（十四）「22」＋別表六（十五）「25」
＋別表六（十六）「25」＋別表六（十七）「15」＋別表六（十八）
「16」+ 別表六（十九）「22」＋別表六（二十）「13」＋別表六
（二十一）「21」＋別表六（二十二）「24」+別表六（二十三）「12」）

1 3 1 6 6 8 9 5

1 3 1 6 6 8 9 5

2 1 3 5
2 1 3 5 0 0
3 4 1 8

1 3 3 8 0 3 9 5

3 0 0 1 2 0
1 3 4 2 2 0
1 2 0 6 0 6

1 3 6 1 4

5 4 9 2 9 0 9 1

　当期の事業年度開始
の日から６ヵ月以内に
確定した前事業年度の
法人税割額並びに前事
業年度の事業税額及び
地方法人特別税額を記
載してください。

○前事業年度又は前連
結事業年度の期間及
び②、⑱、⑲、⑳、
㉑、㉓の月数
　前事業年度の期間を
記載し、その月数を②、
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数
とします。この場合、
月数は暦に従って数え、
１月に満たない月は１
月とします。

　《平成26年10月 1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告書の記載》
　平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する最初の事業年度の予定申告書における②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、
以下のとおり計算のうえ記載してください。

②予定申告税額　　…①×3.8／前事業年度の月数
⑱所得割額　　　　…39×7.5／前事業年度の月数
⑲付加価値割額　　…40×7.5／前事業年度の月数

⑳資本割額　　　　…41×7.5／前事業年度の月数
㉑収入割額　　　　…42×7.5／前事業年度の月数
㉓地方法人特別税額…㉒×4／前事業年度の月数

5 7 3 4 2 5 0 0

4 7 3 4 2 5 0 0

4 9 2 0 4 5 0 0

2 6 1 0 0 1 2 7 0 9 3 0

10301

6438

8343

2781

9219

9219

1030100

1030100

1030100

834300

834300

834300

22381697

22381000

1030100

10301 100
81

1540

487

487

06

250

737

4867155

243350

89325

154000

154000

26 10 1
27 3 31

25 10 1
26 9 30

50 , 000

100

100

100

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額
こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業
税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額

（
事
業
税
）

合 計 事 業 税 額 ㉘ ＋ ㉚ ＋ 32 ＋ 34

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額 35 － 36 － 37

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額 （ 43 ＋ 44 ）

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額45－46－47

た月数



　

①

　

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

兆　　　十億　　　百万　　　    千　　    　円

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

月

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額
国際戦略総合特別区域において機械等を
取得した場合等の法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
①＋②＋③－④＋⑤

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額

法　人　税　割　額
（⑥又は⑦×       ）100

外国の法人税等の額の控
除額
仮装経理に基づく法人税
割額の控除額
利子割額の控除額

（控除した金額㉙）
差引法人税割額

⑧－⑨－⑩－⑪
既に納付の確定した当期
分の法人税割額
租税条約の実施に係る法
人税割額の控除額
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額（32）
この申告により納付すべき法人
税割額　　　　⑫－⑬－⑭＋⑮

均
等
割
額

算定期間中において事務所
等を有していた月数

円× 12
⑰

既に納付の確定した
当期分の均等割額
この申告により納付
すべき均等割額　⑱－⑲

この申告により納付すべ
き道府県民税額　⑯＋⑳

㉑のうち見込納付額

差　　引 ㉑－㉒

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

■法人県民税

○申告書記載の順序

１　法人税割額

○課税標準額⑥の端数処理について

⑴　①の欄に、法人税額を記載します。（記載する金額は右ペ
ージ参照）
⑵　②から⑤までの各種加算・控除（詳しくは下欄又は右ペー
ジ参照）を行い、課税標準額⑥（①＋②＋③－④＋⑤）を算
出します。

⑴　算定期間中に事務所等を有していた月数⑰を求めます（数
え方は右ページ参照）。

⑵　均等割の税率（11ページ参照）に⑰／12を乗じて、均等
割額⑱を算出します。

⑶　⑱から既に納付の確定した当期分の均等割額⑲（詳しくは
下欄を参照）を減算して、今回の申告により納付すべき均等
割額⑳を算出します。

　欠損（赤字）を生じた事業年度につき法人税の繰戻還付を受
けた場合、その還付法人税額を、欠損を生じた事業年度の翌事
業年度以降９年間繰り越して控除できます（地方税には繰戻還
付制度がないためにとられている措置です。）ので、この繰戻
還付法人税額などの繰越控除の額を記載します。
　なお、この場合には「控除対象還付法人税額又は控除対象個
別帰属還付税額の控除明細書」（地方税法施行規則第６号様式
別表２の３）を申告書に添付し、同明細書の④の計欄の金額を
記載してください。

　外国において課された外国の法人税等の額を法人税割額から
控除する場合に記載します。
　なお、この場合には、「外国の法人税等の額の控除に関する
明細書」（地方税法施行規則第７号の２様式（その１））を申告書に
添付し、同様式の⑫の欄の金額を記載してください。

　この申告が確定申告のときは中間申告し
ている法人税割額（又は均等割額）、この
申告が修正申告のときはこの申告の前の申
告書の⑫（又は⑱）の欄に記載した法人税
割額（更正又は決定を受けていたときは、
その更正又は決定された法人税割額（又は
均等割額））を記載してください。

　この申告により納付すべき道府県民税の
額に⑯又は⑳で△（マイナス）を付してい
るときは、その△を付したものを０として
この欄の金額（⑯＋⑳）を計算します。

　事実を仮装した経理に基づき法人税を過大に申告したことに
よって、法人税の更正を受けた場合、その法人税の更正に基づ
く法人県民税の更正により減少する法人税割額は、還付や充当
の手続きによらず、県民税の更正後５年間の各事業年度の法人
税割額から順次繰り越して控除するものとされています。

⑶　⑥に法人税割の税率（11ページ参照）を乗じて、法人税
割額⑧を算出します（ここでは端数処理はしません）。
⑷　利子割額の控除額等⑨から⑪の控除（⑨、⑩については
下欄、⑪については７～９ページ参照）を行い、法人税割額
の確定税額⑫を算出します。

⑸　既納付額等⑬から⑮までの各種加算・控除（詳しくは下欄
又は右ページ参照）を行い、今回の申告により納付すべき法
人税割額⑯（⑫－⑬－⑭＋⑮）を算出します。

２　均等割額

○各欄に記載する金額等

④還付法人税額等の控除額

⑬（ ⑲）
額（均等割額）

㉑この申告により納付すべき道府県民税額

第６号様式

⑥の額が、1,000円に満たないときは、その全額を切
り捨ててください。
⑥の額が、1,000円を超える場合に、1,000円に満たな
い端数があるときは、その 1,000円に満たない端数を
切り捨ててください。

・

・

⑨外国の法人税等の額の控除額
既に納付の確定した当期分の法人税割

⑩仮装経理に基づく法人税割額の控除額

－２－

４７３４２５００

４９２０４５００

５７３４２５００

　
　
　法

　
　
　人

　
　
　県

　
　
　民

税

法
人
事
業
税
・
地
方
法
人
特
別
税

均 等 割

法人税割

率　　　　　　　　　　　税額　　　の　　　等　　　金　　　本　　　資

税　　　　　　　　　　　　率

年額
年額
年額
年額
年額

１千万円以下（又は地方税法第52条第１項の表の第１号に該当する法人）
１ 千 万 円 超 　 ～ １ 億 円 以 下
１ 億 円 超 １ ０ 億 円 以 下～

１ ０ 億 円 超 ５ ０ 億 円 以 下～
５ ０ 億 円 超 ～

区　　　　　　　　　　　　　　　　分

２０，０００円
５０，０００円

１３０，０００円
５４０，０００円
８００，０００円

1 0 0

1 0 0

4 3 . 2 

6 7 . 4 

4 3 . 2 

1 0 0
0 ．9
1 0 0

0 ．2
1 0 0
2 ．2
1 0 0
3 ．2
1 0 0
4 ．3
1 0 0

4 ．6
1 0 0

5 ．1
1 0 0
6 ．7
1 0 0

3 ．4
1 0 0

3 ．4
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

0 ．7
1 0 0

0 ．2
1 0 0
1 ．5
1 0 0
2 ．2
1 0 0
2 ．9
1 0 0

3 ．6
1 0 0

4 ．0
1 0 0
5 ．3
1 0 0

2 ．7
1 0 0

2 ．7
1 0 0

0 ．4 8
1 0 0

《摘要》
１「資本金等の額」とは、法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の
　額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額）をいいます。
　　その判定時期は、次のとおりです。
　　　・確定申告のとき……………………当期末現在
　　　・仮決算に基づく中間申告のとき …当期開始日から６ヵ月目の日現在
　　　・予定申告のとき……………………前期末現在
２　超過税率は、次の⑴～⑶のいずれかの法人について適用されます。（Ｈ28.3.31までに終了する各事業年度について適用）
　⑴　課税標準となる法人税額が、次の額を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づくものに限る。）の場合については、そ
　　の法人税の中間申告書に記載すべき課税標準となるべき法人税額によります（この場合の月数は、６ヵ月とする。）。

　⑵　事業年度終了の日（期末）現在の「資本金の額又は出資金の額」が１億円を超える法人。なお、中間申告（仮決算に基づ
　　くものに限る。）の場合については、当期の事業年度開始の日から６ヵ月目の日の現況により判定します。
　⑶　清算中の法人等

1,000万円×当該事業年度の月数※
12

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数月も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なることに
　注意してください。）。
　（例）26.5.10～27.3.31…11ヵ月

※事業年度の月数の数え方
　１月に満たない端数も１月に数えます（均等割の数え方（３ページ）と異なる
　ことに注意してください。）。
 （例）26.5.10～27.3.31…11ヵ月

法人区分 所　　　得　　　等　　　の　　　区　　　分

税　　　　率

収入金課税
される法人

外形標準課税
の対象法人

上記以外の
法　　　人

特別法人

付加価値額

収入金額

資本金等の額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円以下の金額

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

所得のうち年800万円を超える金額

所得のうち年400万円を超える金額

※「特別法人」とは、各種協同組合、森林組合、信用金庫、農事組合法人、医療法人など（地方税法第72条の24の７第５項の法人）です。
※上記の所得区分は、事業年度の期間の月数が12ヵ月（１年）の場合であり、事業年度の期間の月数が12ヵ月に満たないときは、

。

400万円×事業年度の月数※
12 の額により区分します。

例…月数10ヵ月、所得金額の総額が10,312,230円の場合

100 …… 400万円×10
12 ＝3,333,333

100
5．1

3．4

…… 800万円×10
12 －3,333,333＝3,333,333

100
6．7 …… 10,312,230－（3,333,333＋3,333,333）＝3,645,564

に区分し、それぞれ端数処理して税率を乗じます。

法人事業税 地方法人特別税 法人事業税

平成26年10月１日以後
に開始する事業年度分

平成20年10月１日から平成26年9月30日
までに開始する事業年度分

1 4 8
1 0 0

8 

8 

1
1 0 0

1
1 0 0

地方法人特別税

平成         年        月       日から平成        年       月       日までの
事業年度分又は
連結事業年度分の の予定申告書

道 府 県 民 税
事　　業　　税
地方法人特別税

※

事　　　　　　　業　　　　　　　税 道　　府　　県　　民　　税
前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（38の金額）

所　　得　　割　　額

付 加 価 値 割 額

資　　本　　割　　額

収　　入　　割　　額

税
別
特
人
法
方
地

前 事 業 年 度 の 地 方 法 人 特 別 税 額（48）

地方法人特別税額

予 定 申 告 税 額
この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 地 方 法 人 特 別 税 額

この申告により納付すべき事業税額及び地方法人特別税額

前事業年度の事業税額・地方法人特別税額の明細

摘　　  要 課　税　標　準 税率
100（    ）

税率
100（    ）

税　　額

割
得
所

割
本
資

割
入
収

割
値
価
加
付

所得金額総額

所　得　金　額

収　入　金　額

合 計 事 業 税 額 ㉘＋㉚＋32＋34

付加価値額総額

収入金額総額

資本金等の額

資本金等の額総額

付 加 価 値 額

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

32

33

34

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

（                    ）
（                    ）
（                    ）
（                    ）

（                    ）
（⑱＋⑲＋⑳＋㉑＋㉓）

39×

40×

41×

42×

㉒×

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

6
前事業年度の月数

㉔－㉕

円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆円      　　千      　　万百  　　億十  　　兆

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

兆　　  十億　　  百万　　      千　　      円

仮 装経理に基づく事業税額の控除額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

納 付 す べ き 事 業 税 額　35 － 36 － 37
38

訳
内
の

45

訳
内
の

所 得 割

資 本 割

35

36

37

38

40

42

付加価値割

収 入 割

39

41

摘　　　要 課　税　標　準 税　　額

0 0

0 0

43

44

所 得 割 に 係 る
地方法人特別税額
収 入 割 に 係 る
地方法人特別税額

合 計 地 方 法 人 特 別 税 額 （43＋44）

仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額

納付すべき地方法人特別税額　45－46－47

45

46

47

48

前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額

（⑯の金額）
予 定 申 告 税 額
①× ６

前 事 業 年 度 又 は
前連結事業年度の月数

（                ）
この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法人
税割額

この申告により納付
すべき法人税割額

②－③

　均

　等

　割

額

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数

円

月

×⑤12

この申告により納付
すべき道府県民税額

④＋⑥

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細
（特別控除取戻税額等又は個別帰属
特別控除取戻税額等）
法人税法の規定によって計算した法人
税額又は法人税法の規定によって計算
した連結法人税額に係る個別帰属額

法　人　税　割　額
外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額
仮装経理に基づく法人
税 割 額 の 控 除 額

租税条約の実施に係る
法人税割額の控除額

利子割額の控除額

納付すべき法人税割額
⑨－⑩－⑪－⑫－⑬
⑭のうち特別控除取戻税額等又
は個別帰属特別控除取戻税額等
に係る法人税割額
差 引 法 人 税 割 額

⑭－⑮
法第15条の４の徴収猶予
を受けようとする税額

こ の 申 告 の 期 間

前事業年度又は前連結事業
年度の期間

平成       年      月      日から
平成       年      月      日まで

平成       年      月      日から
平成       年      月      日まで

事 業 種 目

（                                            ）

経理責任者
自 署 押 印

　
　事
（

　
　業

）
税

）
税
別
特
人
法
方
地
（

（　　　　　　　　　　）

00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00

式
様
号
７
第

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

前期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

食料品小売業

三　浦　　徹 浦
三

２４ ２５ ３１

１０３０１

５１５０

８３４３

４１７１

９３２１

９３２１

２２３８１６９７

２２３８１０００ １０３０１００

１０３０１００

１０３０１００

８３４３００

１９８３

９９１

９９１

２５０

１２４１

５７５４３００

２８７７００

５０ ,０００

８９３２５

１９８３００

１９８３００

２４
２５

４
９

１
３０

２３
２４

４
３

１
３１

０

０

０

０

０６

８３４３００

８３４３００

１０３０１００

１０３０１
８１
１００

４ １ ３
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◎法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の税率（平成26. 10現在）

◎法人の異動変更届について
　　法人の商号変更、主たる事務所の所在地の変更、事業年度の変更、資本金の額の変更、代表者の変更等がある場合は、定
款の写し、及び登記事項証明書（履歴事項全部（一部）証明書）又は登記簿謄本（抄本）の写しを添付して届け出てください。

◎連結納税の承認を受けた法人について
　　法人税において連結納税の承認を受けた法人については、地域県民局県税部へお問い合わせください。
　　なお、連結納税の承認を受けた法人にあっては、この手引き中「事業年度」とあるのは、「連結事業年度」と読み替えて
ください。
◎決算書類の添付について
　　確定申告書又は仮決算に基づく中間申告書の提出の際には、決算書類（貸借対照表及び損益計算書等）を添付くださるよ
うお願いします。

予定申告書 第７号様式

○前期末現在の資本金等の額

○この申告書は、前事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び地方法人特別税額を基礎にして中間申告す
　る場合に使用します。

※　申告書上欄の事項の記
　載については、確定申告
　書の場合（１ページ）と
　同様です。

　前事業年度の末日現在における数値を
記載してください。なお、「前期末現在
の資本金の額又は出資金の額」欄の（　）
内には当期の事業年度開始の日から６月
目の日現在の数値を記載してください。

○①前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額
⑰前事業年度の事業税額、㉒前事業年度の地方
法人特別税額

※１、 ※２、 ※３、（②、 ⑱、 ⑲、 ⑳、 ㉑、 ㉓）の税額計算

　当期の事業年度開始の日から６ヵ月以内
に確定した前事業年度の法人税割額並びに
前事業年度の事業税額及び特別税額を記載
してください。

②については、前事業年度の法人税割額に「６を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額」になります。
⑱、⑲、⑳、㉑、㉓については、前事業年度の事業税額又は地方法人特別税額を「前事業年度の月数で除して得た金額
の６倍の額」になります。

○前事業年度又は前連結事業年度の期間
及び②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数
　前事業年度の期間を記載し、その月
数を②、⑱、⑲、⑳、㉑、㉓の月数としま
す。この場合、月数は暦に従って数え、
１月に満たない端数は１月とします。
（ 24. 8. 10～25. ３. 31…８ヵ月）

○⑤月数の数え方
　確定申告書（３ページ⑰）と同じ
です。
○端数計算
　②、④、⑥、⑱～㉓、㉖の金額の
100円未満の端数は切り捨ててく
ださい。

※２

※３

｛ ※１

－ 10 － － 11 －

不均一課税適用法人の税率（標準税率）

超　　過　　税　　率

平成26年10月１日以後に
開始する各事業年度

平成26年９月30日以前に
開始する各事業年度

３.２／１００

４.０／１００

５.０／１００

５.８／１００

3 4 1 8 0 0

1 3 7 2 2 1 9 5

1 3 7 2 2

5 4 8 8 8 0

1 0 0 0 4 0

4 4 8 8

2 1 0 0

2 3 8 8

2 6 3 8 0 0

5 0 0

2 5 0

2 5 0

2 6 3 8

1 2

4.0

50,000

Ｈ26.9.30 以前に開始する事業年度
Ｈ26.10.1 以後に開始する事業年度

税率が異なりますので
ご確認ください。
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確定申告書（第６号様式）

受　付　印 平成　　  年　  　月　  　日

青森県　　　           地域県民局長  殿

※

項
事
理
処

発　信　年　月　日
通  信  日  付  印 確認印

※
処理
事項

整　理　番　号 事務所 法　人　番　号 申告区分分
区

この申告の基礎 申告年月 日
法人税の
　　平成

年        月       日 年        月       日
の         ・      ・      ・     による。告

申
正
修

正
更

正
更
再

定
決

事業種目所  在  地
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記
（ ふ り が な ）

（ ふ り が な ）

法　人　名

代　表　者
自 署 押 印

経理責任者
自署押印

期末現在の資本金の額
又　は　出　資　金　の　額
（解散日現在の資本金の額
又は出資金の額）

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの

期末現在の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

非中小法人等

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

兆　　　十億　　　百万　　　　千　　　　円

平成         年        月        日から平成        年        月        日までの               の               の                 申告書 ※事業年度分又は
連結事業年度分

道府県民税
事　業　税
地方法人特別税

摘　　　　　　　　要 課　　税　　標　　準 税率（　　）100

100

100

100

税　　　　　　　　額

　
　
　得

　
　
　所

割

0 0 0

0 0 0

0 0 0

所 得 金 額 総 額

年　       万円以下の
金額

年　       万円を超える
金額

年　       万円を超え年
　　　万円以下の金額

計  34  ＋　35　＋　36

軽減税率不適用法人

33

34

35

36

37

38

（使途秘匿金税額等）
法人税法の規定によっ
て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額

（電話　　　　　　　           　　　　　）

（                                                ）

（                                                ）

不動産代理業不動産代理業

確定確定

青 森 花 子青 森 花 子青　森　一　郎青　森　一　郎

八戸市尻内町鴨田７八戸市尻内町鴨田７

三 八三 八

２7２7 1111 ３0３0

０１７8－2７－4455０１７8－2７－4455

株式会社株式会社　　 り ん ご 不 動 産り ん ご 不 動 産
り ん ご り ん ご ふ ど う さ んふ ど う さ ん

あおもりあおもり いちろういちろう

森
青

○期末現在の資本金等の額
（解散日現在の資本金の額又は出資金の額）

確　定　申　告　納　付　期　限

事業年度終了後２ヵ月以内

ただし、確定申告期限の延長
の承認を受けている場合は、
その承認されている期限まで。

　事業年度の末日（中間申告の場合は、その計算
期間の末日）現在における数値（かっこ内には
解散日現在における数値）を記載してください。

　この申告の種類について「確定」
「修正確定」「中間」「修正中間」
と明確に記載してください。

○この申告書は、仮決算に基づく中間申告（連結法人を除く。）、確定した決算に基づく確定申告及びこれらについての
修正申告をする場合（清算中の法人含む。）に使用します。なお、事業税及び地方法人特別税に係る仮決算に基づく中
間申告は、その税額が予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができることに留意してください。

　法人課税信託の受託者が法人課税信託に
ついて、この申告書を提出する場合にあっ
ては、その法人課税信託の名称を併記して
ください。

　この申告書の作成時における代表者・経
理責任者です。なお、押印に使用する印鑑
は、代表者等個人の私印です。

　この申告が次の⑴及び⑵の修正申告のときに、法人税の処理
年月日及び処理区分を記載してください。
⑴　法人税について修正申告し、それと同時に、法人県民税・
法人事業税・地方法人特別税についても修正申告をするとき。

⑵　法人税について更正･決定･再更正を受け、その更正･決定･
再更正の日から１ヵ月以内に、法人県民税・法人事業税・地
方法人特別税について修正申告をするとき。

☆　なお、法人県民税・法人事業税・地方法人特別税について、
以上のほか、地方税法第53条第22項各号、第72条の33第２項
（地方法人特別税等に関する暫定措置法第11条）の規定に該当
する場合は、遅滞なく修正申告をしなければなりません。

○申告の種類

※印の部分は、記載しないでください。注

○法人名

○代表者・経理責任者

○事業種目
具体的に記載してください。

○非中小法人等
資本金の額又は出資金の額が５億円以上である
法人（大法人）との間に完全支配関係がある法人

（確定申告書１～9ページ・予定申告書10ページ・税率表11ページ・問合せ等12ページ）
この手引きは青森県内だけに事務所等がある法人で外形標準課税対象法人以外の法人用の
ものですので、他の都道府県に事務所等のある法人用には使えません。

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税 ―外形標準課税対象法人以外用―

申告書記載の手引き
】
用
人
法
内
県
【

○電話番号
必ず記載してください。○申告書の提出先（納税地）

　この申告をすべき日における主たる事務所等（本店）
の所在地を所管する地域県民局を記載してください。

○申告の基礎

式
様
号
６
第

（ － ）又は別表５32

－１－

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の
申告はインターネットで簡単にできます。

「eLTAX（エルタックス）」は地方公共団体が共同で
 運営する地方税の総合窓口システムです。

もう、混み合う窓口へ
申告に出かける必要なし！

便利な機能で、
申告書作成もカンタンに！

　インターネットで、オフィスや
　自宅から簡単に申告できる！

　eLTAX用ソフトPCdeskで
　申告書作成が簡単にできる！

　市販の税務･会計ソフトのデータでも
　そのまま！

　複数の地方公共団体への申告が
　まとめて１度にできる！

・

・

・

・

※eLTAXに参加している地方
　公共団体に限ります。

※eLTAX対応のソフトに限ります。

メリット

1
メリット

2

※税理士等が依頼を受けて納税者の申告書を作
　成し送信する場合は、納税者本人の電子署名
　及び電子証明書の添付は不要です。

もっと詳しい情報はeLTAXホームページへ

http://www.eltax.jp/

※　法人税などの国税の電子申告などは、国税電子申告・納税
　システム（e-TAX：イータックス）をご利用ください。

e-TAXホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp/

◇　法人県民税・法人事業税・地方法人特別税に関するお問い合わせは、下記の県税部まで　◇

東青地域県民局県税部
（代）017-722-1111　内線6610・6611 〒030-8530　青森市新町二丁目４－30
（直）017-734-9972    　　　青森県庁舎北棟３階

中南地域県民局県税部
（代）0172-32-1131　内線378 　　　　〒036-8345　弘前市大字蔵主町４
（直）0172-32-4341    　　　弘前合同庁舎２階

三八地域県民局県税部
（代）0178-27-5111　内線208 　　　　〒039-1101　八戸市大字尻内町字鴨田７
（直）0178-27-4455    　　　八戸合同庁舎１階

西北地域県民局県税部
（代）0173-34-2111　内線208 　　　　〒037-0046　五所川原市栄町10
（直）0173-34-3141    　　　五所川原合同庁舎１階

上北地域県民局県税部 （代）0176-22-8111　内線209 　　　　〒034-0093　十和田市西十二番町20－12
（直）0176-23-4241    　　　十和田合同庁舎１階

下北地域県民局県税部
（代）0175-22-8581　内線207 　　　　〒035-0073　むつ市中央一丁目１－８
（直）0175-22-3105    　　　むつ合同庁舎１階

※２以上の都道府県に事務所等を有する法人の申告、届出等のお問い合わせは、東青地域県民局県税部までお願いします。

県税・市町村税インフォメーション　http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html

－　　青　森　県　　－

《この印刷物は11,100部作成し、印刷経費は１部当たり24.84円です。》
（H26．10）

－ 12 －
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400

400
800
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5 4 9 2 9 0 9 1

4 0 0 0

4 0 0 0

4 6 9 2 9

5 4 9 2 9

3.4

5.1

6.7

1 3 6

5 7 3 4 2 5 0 0

5 9 2 0 4 5 0 0

3 4 1 8 0 0

1 3 7 2 2 1 9 5

①

②


